
第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
三
五
）

﹇
は
じ
め
に
﹈

チ
ェ
イ
ス
の
後
に
続
い
た
二
代
の
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
の
選

任
は
、
い
ず
れ
も
難
航
し
た
。
第
七
代
長
官
と
な
っ
た
ウ
ェ
イ
ト

（M
orrison W

aite

）
は
実
に
一
〇
番
目
の
候
補
者
で
あ
っ
た
。

第
八
代
長
官
と
な
っ
た
フ
ラ
ー
（M

elville W
eston F

uller

）

は
二
番
目
の
候
補
者
で
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ー
は
南
北
戦
争
中
に
軍

役
を
回
避
し
て
い
た
等
の
問
題
が
あ
っ
て
上
院
に
お
け
る
審
査
は

紛
糾
し
、
辛
く
も
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
は
、
最
初
の
三
人
は
建
国
の
父
だ
っ
た

し
、
そ
の
後
は
国
務
長
官
、
財
務
長
官
、
財
務
長
官
と
、
い
ず
れ

も
連
邦
政
府
の
中
枢
に
位
置
す
る
有
力
な
政
治
家
が
就
任
し
て
い

た
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
の
二
代
の
長
官
は
い
ず
れ
も
ほ
と
ん
ど
政

治
経
歴
を
持
た
な
い
人
物
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
イ
ト
は
オ
ハ
イ
オ
州

下
院
の
議
員
を
一
期
務
め
た
の
が
唯
一
の
履
歴
で
、
連
邦
上
院
議

員
選
挙
に
は
二
回
挑
戦
し
て
い
ず
れ
も
落
選
し
た
、
と
い
う
あ
ま

り
冴
え
な
い
地
方
政
治
家
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
就
任
の
時
点
で
は

オ
ハ
イ
オ
州
最
高
裁
判
所
判
事
を
務
め
て
い
た
。
フ
ラ
ー
も
同
じ

第
一
四
修
正
と
裁
判
所

│
ウ
ェ
イ
ト
第
七
代
長
官
及
び
フ
ラ
ー
第
八
代
長
官
の
時
代

│

甲　
　

斐　
　

素　
　

直

研
究
ノ
ー
ト

一
六
一



日
本
法
学　

第
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十
九
巻
第
二
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（
二
〇
一
三
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九
月
）

（
三
三
六
）

一　

合
衆
国
対
ク
ル
ッ
ク
シ
ャ
ン
ク
事
件

ウ
ェ
イ
ト･

コ
ー
ト
に
お
け
る
最
重
要
判
決
は
、
こ
の
ク
ル
ッ

ク
シ
ャ
ン
ク
事
件
（U

nited S
tates v. C

ruikshank - 92 U
.S
. 

542

（1875

））
判
決
と
言
っ
て
良
い
。
こ
の
判
決
は
、
そ
の
政
治

的
影
響
に
お
い
て
、
合
衆
国
の
歴
史
を
書
き
換
え
る
ほ
ど
に
大
き

な
も
の
で
あ
っ
た
。

（
一
）　

コ
ル
フ
ァ
ッ
ク
ス
大
虐
殺

こ
の
裁
判
と
な
っ
た
事
件
は
、
コ
ル
フ
ァ
ッ
ク
ス
大
虐
殺

（C
olfax m

assacre

）
と
し
て
知
ら
れ
る
事
件
の
後
始
末
で
あ
る
。

大
虐
殺
事
件
は
、
ル
イ

ジ
ア
ナ
州
の
グ
ラ
ン
ト

郡
（G

rant P
arish

）

の
郡
庁
所
在
地
で
あ
る

コ
ル
フ
ァ
ッ
ク
ス
で

一
八
七
三
年
四
月
一
三

日
、
イ
ー
ス
タ
ー
サ
ン

デ
ィ
に
起
き
た
。
そ
こ

に
到
る
経
緯
は
、
当
時

に
お
け
る
南
部
の
混
乱

く
一
期
だ
け
イ
リ
ノ
イ
州
下
院
の
議
員
を
務
め
た
の
が
唯
一
の
政

治
履
歴
で
、
そ
れ
以
上
の
政
治
活
動
は
自
ら
拒
み
、
就
任
の
時
点

で
は
イ
リ
ノ
イ
州
弁
護
士
会
会
長
だ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
、
そ
れ
ま
で
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
歴

史
か
ら
見
て
、
異
例
の
人
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
政
治
的
に

は
実
績
の
な
い
人
物
が
長
官
候
補
に
浮
上
し
た
理
由
は
、
ウ
ェ
イ

ト
の
場
合
に
は
、
彼
の
弁
護
士
と
し
て
の
卓
越
し
た
成
功
に
あ
っ

た
。
特
に
、
全
国
的
に
そ
の
名
を
高
く
さ
せ
た
の
が
、
ア
ラ
バ
マ

号
事
件
に
関
す
る
国
際
仲
裁
法
廷
で
、
米
国
を
代
表
し
て
英
国
と

渡
り
合
い
、
一
、五
五
〇
万
ド
ル
の
賠
償
金
を
英
国
か
ら
勝
ち

取
っ
た
事
件
で
あ
っ
た
（
1
）

。
フ
ラ
ー
の
場
合
に
は
ウ
ェ
イ
ト
の
先
例

が
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
人
の
長
官
の
、
こ
う
し
た
経
歴
の
せ
い
で
あ
ろ
う
か
、

そ
の
時
代
の
判
決
に
は
政
治
的
配
慮
が
乏
し
い
。
そ
の
結
果
、

様
々
な
条
文
、
特
に
第
一
四
修
正
と
い
う
、
本
来
、
社
会
的
弱
者

で
あ
る
黒
人
等
の
権
利
保
護
の
目
的
で
制
定
さ
れ
た
は
ず
の
規
定

を
、
あ
る
場
合
に
は
限
定
し
て
、
あ
る
場
合
に
は
拡
大
し
て
解
釈

す
る
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ
彼
ら
を
虐
げ
る
方
向
の
判
決
を
下
す

の
で
あ
る
。

ルイジアナ州地図
（網かけ部分がグラント郡）

一
六
二



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
三
七
）

決
め
た
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
共
和
党
で
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
選
出

上
院
議
員
の
ケ
ロ
ッ
グ
（W

illiam
 P
itt K

ellogg

）
を
知
事
候

補
に
立
て
た
。
投
票
は
一
八
七
二
年
一
一
月
四
日
に
行
わ
れ
た
が
、

両
者
が
共
に
勝
利
宣
言
を
し
、
両
陣
営
と
も
就
任
パ
ー
テ
ィ
ー
を

開
催
し
、
役
職
名
簿
を
発
表
す
る
と
い
う
異
常
事
態
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
連
邦
判
事
が
ケ
ロ
ッ
グ
の
勝
利
と
共
和
党
が
州
議
会
の

多
数
と
な
る
と
い
う
判
決
を
下
し
、
グ
ラ
ン
ト
大
統
領
が
ケ
ロ
ッ

グ
の
政
府
を
守
る
た
め
に
軍
を
派
遣
し
た
の
で
、
実
質
的
に
ケ

ロ
ッ
グ
が
勝
利
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
マ
ッ
ケ
ン
派
は
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
市
中
心
部

に
あ
っ
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
広
場
に
あ
る
州
の
武
器
庫
を
襲
撃
し
た
。

し
か
し
、
ケ
ロ
ッ
グ
派
民
兵
は
逆
に
マ
ッ
ケ
ン
派
の
指
導
者
多
数

を
逮
捕
し
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
を
支
配
下
に
置
い
た
。
逮
捕
を

免
れ
た
者
達
は
、
マ
ッ
ケ
ン
派
民
兵
団
を
組
織
し
た
。
そ
し
て
翌

年
三
月
、
マ
ッ
ケ
ン
派
民
兵
団
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン
広
場
の
戦
い

（B
attle of Jackson S

quare

）
を
展
開
し
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン

ズ
の
州
議
事
堂
（
2
）

及
び
警
察
署
を
押
さ
え
た
。
し
か
し
、
連
邦
軍
が

到
着
す
る
前
に
退
却
し
た
の
で
両
軍
の
正
面
衝
突
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
発
生
し
た
の
が
、
問
題
の
コ
ル
フ
ァ
ッ

を
端
的
に
示
す
も
の
な
の
で
、
以
下
、
簡
単
に
説
明
す
る
。

南
北
戦
争
後
の
一
八
六
八
年
四
月
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
で
は
連
邦

軍
の
後
押
し
の
下
、
共
和
党
が
政
権
を
握
っ
た
。
こ
の
年
か
ら

一
八
七
六
年
ま
で
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
に
お
け
る
す
べ
て
の
選
挙
で

は
暴
力
と
欺
罔
が
横
行
し
た
。

ル
イ
ジ
ア
ナ
州
知
事
で
あ
っ
た
ウ
ォ
ー
モ
ー
ト
（H

enry C
lay 

W
arm
oth

）
は
、
そ
れ
ま
で
共
和
党
員
で
あ
っ
た
が
、
一
八
七
二

年
、
自
由
共
和
党
（L

iberal R
epublicans

＝
南
部
再
建
法
に
反

対
す
る
勢
力
）
に
転
向
し
た
。
ウ
ォ
ー
モ
ー
ト
は
、
自
由
共
和
党

と
民
主
党
の
結
び
つ
い
た
連
合
派
（F

usionist

）
を
郡
の
選
挙

登
録
官
に
選
任
し
、
彼
ら
は
選
挙
人
名
簿
に
可
能
な
限
り
多
数
の

白
人
と
、
可
能
な
限
り
少
数
の
黒
人
が
登
録
さ
れ
る
よ
う
努
力
し

た
。
そ
の
手
段
と
し
て
、
例
え
ば
多
く
の
登
録
官
は
、
黒
人
に
知

ら
せ
る
こ
と
無
く
登
録
所
を
変
更
し
た
。
ま
た
、
以
前
に
奴
隷
で

あ
っ
た
者
は
出
生
証
明
書
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
、

二
一
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
求
め
る
等
の
手
段
で
黒
人
の

登
録
を
阻
ん
だ
。
ま
た
投
票
箱
の
改
竄
も
横
行
し
た
。

一
八
七
二
年
の
選
挙
に
、
連
合
派
は
、
元
南
軍
大
隊
長
の
マ
ッ

ケ
ン
（John M

cE
nery

）
を
州
知
事
候
補
に
擁
立
し
、
州
知
事

の
ウ
ォ
ー
モ
ー
ト
は
、
連
邦
上
院
議
員
候
補
に
擁
立
す
る
こ
と
を

一
六
三
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を
守
る
た
め
に
武
装
し
た
黒
人
を
召
集
す
る
こ
と
で
対
抗
し
た
。

両
派
の
間
に
何
回
か
散
発
的
に
武
力
衝
突
が
起
こ
り
死
者
も
出
た

の
で
、
不
安
を
感
じ
た
黒
人
女
性
や
子
供
も
、
男
達
か
ら
保
護
さ

れ
る
た
め
に
裁
判
所
に
集
ま
っ
た
。

ウ
ォ
ー
モ
ー
ト
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
た
治
安
判
事
は
、
こ

れ
は
黒
人
の
暴
動
で
あ
る
と
し
、
連
合
派
の
保
安
官
で
あ
る
ナ
ッ

シ
ュ
（C

hristopher C
olum

bus N
ash

）
に
こ
の
暴
動
を
鎮
圧

し
、
裁
判
所
建
物
を
奪
還
す
る
よ
う
命
じ
た
。
ナ
ッ
シ
ュ
は
近
隣

の
郡
か
ら
も
白
人
民
兵
を
召
集
し
た
。

そ
し
て
、
問
題
の
四
月
一
三
日
が
や
っ
て
き
た
。

昼
過
ぎ
に
、
ラ
イ
フ
ル
銃
及
び
四
ポ
ン
ド
砲
で
武
装
し
た

三
〇
〇
人
以
上
の
白
人
で
組
織
さ
れ
た
民
兵
団
が
、
コ
ル
フ
ァ
ッ

ク
ス
裁
判
所
を
襲
撃
し
た
。
裁
判
所
周
辺
に
キ
ャ
ン
プ
し
て
い
た

女･

子
供
を
退
去
さ
せ
た
後
に
始
ま
っ
た
銃
撃
戦
は
数
時
間
も
続

い
た
。
し
か
し
、
大
砲
が
火
を
噴
く
と
、
黒
人
の
一
部
は
パ
ニ
ッ

ク
に
陥
り
、
周
囲
の
森
に
逃
げ
込
ん
だ
り
、
裏
手
の
赤
い
河

（R
ed river

）
に
飛
び
込
ん
だ
り
し
た
。
白
人
側
は
馬
で
追
跡
し

て
彼
ら
を
殺
害
し
た
。
さ
ら
に
白
人
側
は
裁
判
所
建
物
に
火
を

放
っ
た
。
こ
の
た
め
、
黒
人
側
は
降
伏
し
、
武
器
を
捨
て
て
建
物

か
ら
出
て
行
っ
た
。
そ
の
際
、
何
者
か
が
建
物
の
中
か
ら
発
砲
し

ク
ス
大
虐
殺
（C

olfax m
assacre

）
で
あ
る
。
事
件
の
起
き
た

グ
ラ
ン
ト
郡
（G

rant P
arish

）
は
、
共
和
党
政
府
に
よ
っ
て
新

設
さ
れ
た
郡
の
一
つ
で
、
そ
う
し
た
新
郡
は
州
内
で
の
共
和
党
政

府
に
対
す
る
支
持
基
盤
を
作
る
た
め
の
努
力
の
一
環
で
あ
っ
た
。

同
郡
人
口
の
う
ち
、
二
、四
〇
〇
人
は
黒
人
で
二
、二
〇
〇
人
が
白

人
で
あ
っ
た
。
一
八
七
二
年
一
一
月
の
選
挙
で
は
、
グ
ラ
ン
ト
郡

で
選
挙
登
録
し
た
の
は
黒
人
七
七
六
人
に
対
し
白
人
六
三
〇
人
で

あ
っ
た
。
黒
人
は
共
和
党
に
、
そ
し
て
白
人
は
連
合
派
に
投
票
し

た
が
、
連
合
派
登
録
官
は
、
連
合
派
の
圧
勝
を
宣
言
し
た
。

グ
ラ
ン
ト
郡
で
は
、
翌
一
八
七
三
年
三
月
に
な
っ
て
も
の
保
安

官
や
治
安
判
事
の
職
を
め
ぐ
っ
て
、
共
和
党
と
連
合
派
の
争
い
は

続
い
て
い
た
。
連
邦
政
府
の
支
援
を
得
て
、
ケ
ロ
ッ
グ
知
事
は
ル

イ
ジ
ア
ナ
州
知
事
と
し
て
の
役
職
任
命
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り

任
命
さ
れ
た
共
和
党
の
登
録
官
は
、
コ
ル
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
あ
る
裁

判
所
を
占
拠
し
た
。
そ
こ
が
投
票
所
と
な
る
予
定
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
連
合
派
が
奪
還
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
黒
人
達
は
裁
判
所
の

ま
わ
り
に
塹
壕
を
掘
り
、
三
週
間
に
わ
た
り
、
そ
れ
を
保
持
し
て

い
た
。

三
月
二
八
日
、
連
合
派
の
登
録
官
は
裁
判
所
を
奪
還
す
る
た
め

に
武
装
し
た
白
人
を
召
集
し
た
。
共
和
党
の
登
録
官
は
、
裁
判
所

一
六
四



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
三
九
）

審
理
で
は
、
三
人
が
黒
人
に
対
す
る
陰
謀
そ
の
他
一
五
の
訴
因
に

対
し
て
有
罪
と
な
っ
た
。

控
訴
審
は
、
一
八
七
〇
年
第
一
四
修
正
施
行
法
は
違
憲
で
あ
る

と
し
、
全
員
に
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。
こ
の
た
め
連
邦
側
が
、
連

邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。
上
記
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
こ
の

事
件
で
は
、
第
一
四
修
正
実
施
法
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
。

（
二
）　

判
決
の
内
容

判
決
は
ウ
ェ
イ
ト
長
官
自
身
が
執
筆
し
た
。
評
決
は
五
対
四
と

い
う
き
わ
ど
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ウ
ェ
イ
ト
は
、
冒
頭
に
起
訴
が
妥
当
で
無
い
理
由
を
六
項
目
も

挙
げ
る
。
憲
法
学
的
に
重
要
な
の
は
三
項
と
四
項
で
あ
る
。

三
項
で
は
こ
う
言
う
。

「
前
述
の
一
六
の
訴
因
が
基
づ
い
て
い
る
犯
罪
は
、
議
会

制
定
法
第
六
条
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
法
は
、
合

衆
国
司
法
に
お
い
て
は
違
憲
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
問
題
は

州
裁
判
所
に
お
い
て
の
み
審
理
で
き
、
立
法
権
も
憲
法
上
、

州
に
留
保
さ
れ
て
い
る
権
限
で
あ
る
。」

四
項
で
は
こ
う
言
う
。

「
本
件
法
律
は
、
そ
れ
が
、
犯
罪
が
作
り
出
し
、
刑
罰
を

科
し
て
い
る
限
度
に
お
い
て
合
衆
国
憲
法
に
違
反
し
、
人
び

た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
白
人
は
一
斉
に
射
撃
を
開
始

し
、
一
方
的
な
殺
戮
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
約
五
〇
人
が
捕

虜
と
な
っ
た
が
、
彼
ら
も
数
時
間
後
に
殺
害
さ
れ
た
。
ネ
ル
ソ
ン

（L
evi N

elson
）
と
い
う
黒
人
だ
け
が
、
只
一
人
こ
の
殺
戮
を
生

き
延
び
た
。
彼
は
ク
ル
ッ
ク
シ
ャ
ン
ク
か
ら
撃
た
れ
た
が
、
何
と

か
気
づ
か
れ
ず
に
這
っ
て
逃
げ
る
の
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

四
月
一
四
日
に
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
か
ら
ケ
ロ
ッ
グ
知
事
の

送
っ
た
警
官
隊
が
到
着
し
、
さ
ら
に
数
日
後
、
連
邦
軍
二
個
中
隊

が
到
着
し
た
。
そ
の
報
告
に
依
れ
ば
、
彼
ら
は
三
人
の
白
人
と

一
〇
五
人
の
黒
人
の
死
体
を
識
別
し
た
。
ま
た
、
一
五
な
い
し

二
〇
人
分
の
識
別
不
能
な
死
体
を
河
で
発
見
し
た
。
そ
れ
以
上
、

何
名
が
殺
害
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
彼
ら
は
民
兵
隊
員
を
捜

索
し
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
既
に
テ
キ
サ
ス
等
に
逃
亡
し
て
い

た
。結

局
、
九
七
人
が
逮
捕
さ
れ
た
が
、
検
察
官
が
起
訴
に
持
ち
込

め
た
の
は
九
人
だ
け
だ
っ
た
。
彼
ら
は
一
件
の
殺
人
と
、
解
放
奴

隷
の
権
利
に
対
す
る
陰
謀
と
い
う
一
八
七
〇
年
第
一
四
修
正
施
行

法
違
反
で
裁
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
裁
判
は
一
八
七
四
年
に

な
っ
て
行
わ
れ
た
。
最
初
の
審
理
で
は
、
一
人
が
無
罪
と
さ
れ
、

他
の
八
人
は
審
理
無
効
（M

istrial （3
）

）
が
宣
言
さ
れ
た
。
再
度
の

一
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年
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月
）

（
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四
〇
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合
衆
国
憲
法
を
作
っ
た
。
合
衆
国
憲
法
の
下
で
、
連
邦
は
、
そ
の

目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
は
州
の
権
限
を
上
回
る
。
し
か
し
、
目

的
外
で
は
権
限
は
ま
っ
た
く
持
た
な
い
。
合
衆
国
憲
法
に
書
か
れ

て
い
な
い
権
限
は
、
す
べ
て
州
政
府
と
人
民
に
留
保
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
合
衆
国
人
民
は
、
連
邦
政
府
と
州
政
府

と
い
う
二
重
の
政
府
の
下
で
暮
ら
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
政
府

は
、
異
な
る
目
的
の
下
に
異
な
る
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
連
邦
保
安
官
が
州
裁
判
所
の
審
理
の
執
行
を
妨
害
し
、
そ
の

妨
害
が
州
官
吏
に
対
す
る
攻
撃
に
協
力
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
合

衆
国
の
主
権
は
そ
の
抵
抗
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
、
州
内
に
お
け
る
殺
人
に
対
し
て
は
、
連
邦
裁
判
所
は

審
査
権
を
持
た
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
連
邦
裁
判

所
に
お
け
る
審
理
の
対
象
は
、
第
一
四
修
正
実
施
法
だ
け
に
な
る
。

以
上
を
前
提
に
ウ
ェ
イ
ト
は
第
一
修
正
に
言
及
す
る
。
第
一
修

正
は
、
他
の
権
利
章
典
の
規
定
と
同
様
、
本
来
連
邦
政
府
の
権
限

を
制
約
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
州
政
府
が
、
そ
の
人
民
の
権

利
を
制
約
す
る
場
合
に
付
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
ウ
ェ
イ
ト
は
数
多
く
の
判
例
を
引
用
し
て
論
証
す
る
。
さ

ら
に
ウ
ェ
イ
ト
は
、
第
一
修
正
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
権
利
は
、
こ

の
修
正
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
は
無
く
、
人
民
の
本
来
保
有
し
て

と
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
」

そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
様
に
説
き
起
こ
す
。

「
市
民
は
、
彼
ら
が
所
属
す
る
政
治
的
共
同
体
の
メ
ン

バ
ー
で
あ
る
。
市
民
は
共
同
体
を
形
成
し
、
そ
の
能
力
に
応

じ
て
、
そ
の
一
般
的
な
福
祉
の
増
進
と
個
々
人
の
権
利
及
び

集
団
の
権
利
の
保
護
を
受
け
る
た
め
に
、
政
府
の
支
配
に
服

し
て
い
る
。
保
護
を
提
供
す
る
政
府
の
義
務
は
、
そ
の
目
的

の
た
め
に
有
す
る
権
力
に
よ
っ
て
常
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。

政
府
の
形
態
は
、
人
民
が
そ
の
嗜
好
に
基
づ
い
て
選
択
す
る

と
こ
ろ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
政
府
は
一
度
形
成
さ
れ
る

と
、
市
民
と
人
民
の
権
利
を
、
そ
の
権
限
の
範
囲
で
守
る
た

め
に
、
そ
の
有
す
る
す
べ
て
の
権
限
を
行
使
で
き
、
あ
る
い

は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。
政
府
の
保
護
義
務
は
、
常
に
、
そ
の
目
的
の

為
に
有
す
る
権
力
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。」

こ
こ
か
ら
ウ
ェ
イ
ト
は
合
衆
国
の
理
念
を
説
く
。
つ
ま
り
、
連

邦
は
あ
く
ま
で
も
連
邦
で
し
か
達
成
で
き
な
い
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
バ
ラ
バ
ラ
の
邦
の
バ
ラ
バ

ラ
の
政
府
で
は
外
国
の
脅
威
に
十
分
に
対
抗
で
き
な
か
っ
た
の
で
、

連
合
規
約
を
作
っ
た
。
そ
し
て
、
よ
り
完
璧
な
団
結
を
目
指
し
て
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一
四
修
正
と
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所
（
甲
斐
）

（
三
四
一
）

な
い
。
そ
れ
は
単
に
社
会
の
一
員
と
し
て
す
べ
て
の
市
民
に

属
す
る
基
本
的
権
利
に
対
す
る
州
か
ら
の
侵
害
に
対
し
て
、

追
加
の
保
障
を
供
給
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
平
等
権
を
享

有
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
す
べ
て
の
市
民
を
保
護
す
る
義
務

は
、
本
来
は
州
を
想
定
し
て
お
り
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
存

在
し
て
い
る
。
合
衆
国
に
課
さ
れ
た
唯
一
の
義
務
は
、
州
が

権
利
を
否
定
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

が
修
正
条
項
の
保
障
の
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で

は
無
い
。
中
央
政
府
の
権
限
は
、
こ
の
保
障
の
実
施
に
限
定

さ
れ
て
い
る
。」

こ
う
し
て
、
第
一
四
修
正
の
意
味
を
厳
し
く
制
限
し
、
本
件
実

施
法
や
公
民
権
法
の
よ
う
に
、
州
を
飛
び
越
え
て
直
接
市
民
を
拘

束
す
る
立
法
を
違
憲
と
し
た
結
果
、
わ
ず
か
に
拘
束
さ
れ
て
い
た

ク
ル
ッ
ク
シ
ャ
ン
ク
達
は
す
べ
て
無
罪
が
確
定
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
全
米
を
震
駭
さ
せ
た
大
虐
殺
事
件
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
総
指
揮
官
の
ナ
ッ
シ
ュ
も
含
め
て
、
誰
も
刑
事
責
任
を
問
わ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）　

そ
の
影
響

こ
の
判
決
は
、
連
邦
議
会
共
和
党
急
進
派
が
推
進
し
て
き
た
、

軍
事
的
圧
力
の
下
に
南
部
を
再
建
す
る
と
い
う
一
連
の
立
法
を
す

い
る
権
利
を
確
認
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

「
人
民
が
平
穏
に
集
会
す
る
権
利
お
よ
び
苦
痛
の
救
済
を

求
め
て
政
府
に
請
願
す
る
権
利
（
4
）

及
び
そ
の
他
こ
れ
に
関
連
す

る
連
邦
政
府
の
権
限
や
義
務
は
、
国
家
の
市
民
権
の
属
性
で

あ
り
、
合
衆
国
の
保
護
と
保
障
の
下
に
あ
る
。
共
和
国
政
府

形
態
と
い
う
理
念
は
、
そ
の
権
利
を
意
味
し
、
そ
の
侵
害
は
、

米
国
の
主
権
の
侵
害
で
あ
る
。」

こ
こ
か
ら
、
第
一
四
修
正
実
施
法
が
述
べ
て
い
る
犯
罪
で
あ
る

陰
謀
目
的
の
集
会
と
い
う
の
は
、
合
法
的
な
目
的
の
集
会
を
禁
止

す
る
性
格
を
有
し
て
い
る
が
故
に
違
憲
と
結
論
を
下
す
。

つ
い
で
、
第
二
修
正
に
議
論
は
移
る
。
武
器
を
携
帯
す
る
権
利

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
州
が
制
限
す
る
の
は
と
も
か
く
、

連
邦
政
府
に
よ
る
制
限
は
認
め
ら
れ
な
い
と
ウ
ェ
イ
ト
は
述
べ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
侵
害
の
根
拠
を
、
第
一
四
修
正
に
求

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
る
。

「
第
一
四
修
正
は
、
州
が
、
法
の
適
正
手
続
き
な
し
に
生

命
、
自
由
、
ま
た
は
財
産
を
す
べ
て
の
人
か
ら
奪
い
、
あ
る

い
は
、
そ
の
管
轄
内
に
あ
る
者
に
対
し
法
の
平
等
な
保
護
を

否
定
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
一

人
の
市
民
の
、
他
の
市
民
に
対
す
る
権
利
に
何
に
も
加
え
て

一
六
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
四
二
）

あ
る
（
5
）

。
こ
の
判
決
で
、
最
高
裁
判
所
は
、
連
邦
議
会
は
、
第
一
四

修
正
実
施
法
と
し
て
、
私
人
な
い
し
私
的
組
織
に
よ
る
人
種
差
別

を
規
制
す
る
憲
法
上
の
権
限
を
持
た
な
い
と
し
た
。
第
一
四
修
正

は
公
民
権
法
を
合
憲
と
す
る
狙
い
で
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
不
十
分
と
し
た
の
で
あ
る
。

2　

合
衆
国
対
ハ
リ
ス
事
件
（U

nited States v. H
arris, 

106 U
.S. 629

（1883

））

ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
判
決
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
事

件
は
、
四
人
の
男
性
が
、
ハ
リ
ス
（R

. G
. H
arris

）
保
安
官
率

い
る
一
九
名
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
テ
ネ
シ
ー
州
ク
ロ
ケ
ッ
ト
郡

刑
務
所
か
ら
連
れ
出
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
四
人
は
殴
ら

れ
、
う
ち
一
名
は
殺
さ
れ
た
。
一
八
七
一
年
第
一
四
修
正
実
施
法

（
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
法
）
は
、
州
が
行
動
し
な
い
場

合
に
の
み
、
州
の
活
動
に
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
た
。
こ
の
判
決

で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
同
法
が
、
襲
撃
や
殺
人
を
連
邦
犯
罪

と
し
て
い
る
こ
と
は
違
憲
だ
と
し
た
。
州
に
の
み
、
そ
の
様
な
犯

罪
を
処
罰
す
る
権
限
は
あ
る
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

3　

ペ
ー
ス
対
ア
ラ
バ
マ
州
事
件
（Pace v. A

labam
a, 106 

U
.S. 583

（1883

））

白
人
種
と
有
色
人
種
間
の
婚
姻
を
禁
止
す
る
立
法
（anti-

べ
て
違
憲
と
宣
言
し
た
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、

南
部
の
黒
人
達
は
、
連
邦
法
に
よ
る
救
済
を
失
い
、
急
速
に
敵
対

性
を
ま
し
て
い
る
州
政
府
の
慈
悲
に
す
が
る
ほ
か
は
無
く
な
っ
た

が
、
そ
の
州
政
府
は
彼
ら
を
守
ろ
う
と
す
る
努
力
を
ま
っ
た
く
し

な
く
な
っ
た
。
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
に
関
し
て
言
え
ば
、
民
主
党
が

一
八
七
〇
年
代
後
半
に
州
の
政
権
を
握
る
と
、
黒
人
を
選
挙
登
録

か
ら
閉
め
出
す
た
め
の
、
よ
り
複
雑
な
手
続
き
を
定
め
た
立
法
を

行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

黒
人
の
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
の
南
部
再
建
計
画
は
、
結
局
、

ヘ
イ
ズ
（R

utherford B
. H
ayes

）
一
九
代
大
統
領
の
命
に
よ

り
、
一
八
七
七
年
に
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
と
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
か

ら
連
邦
軍
が
撤
退
し
た
こ
と
を
最
後
に
、
す
べ
て
終
了
す
る
の
で

あ
る
。

ウ
ェ
イ
ト･

コ
ー
ト
は
、
そ
れ
以
降
も
、
黒
人
保
護
立
法
に
つ

い
て
違
憲
判
決
を
下
し
、
あ
る
い
は
黒
人
差
別
立
法
に
つ
い
て
合

憲
判
決
を
下
し
て
い
く
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
次
の
も
の
が

あ
る
。

1　

公
民
権
法
事
件
（T

he Civil R
ights Cases, 109 U

.S. 
3

（1883

））

こ
れ
は
、
五
件
の
同
種
の
事
件
を
一
括
し
て
判
決
し
た
も
の
で

一
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第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
四
三
）

判
決
は
、
婦
人
参
政
権
を
第
一
四
修
正
の
平
等
条
項
か
ら
読
め
な

い
と
し
て
、
憲
法
論
的
に
否
定
し
た
歴
史
的
判
決
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

マ
イ
ナ
ー
（V

irginia M
inor

）
は
、
ミ
ズ
ー
リ
州
の
婦
人
参

政
権
運
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
一
八
七
二
年
一
〇
月

一
五
日
に
ミ
ズ
ー
リ
州
セ
ン
ト
ル
イ
ス
郡
で
選
挙
人
登
録
を
し
よ

う
と
し
た
が
、
州
登
録
官
の
ヘ
イ
パ
ー
セ
ッ
ト
（R

eese 
H
appersett

）
に
、
女
性
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
阻
ま
れ
た
の
で
、

彼
を
相
手
に
選
挙
権
確
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
当
時
の
ミ
ズ
ー

リ
州
憲
法
は
、
男
に
だ
け
選
挙
権
を
認
め
て
い
た
が
、
こ
れ
が
合

衆
国
憲
法
、
特
に
第
一
四
修
正
の
「
特
権
ま
た
は
免
除
」
条
項
に

違
反
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

ミ
ズ
ー
リ
州
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
、
た
っ
た
三
文
か
ら
な

る
異
議
申
立
書
を
送
っ
た
だ
け
で
、
代
理
人
も
送
ら
な
か
っ
た
。

（
二
）　

判
決
の
内
容

判
決
は
、
ウ
ェ
イ
ト
自
身
が
申
し
渡
し
た
。

ウ
ェ
イ
ト
は
、
市
民
と
い
う
言
葉
は
通
常
、
国
家
の
構
成
員
と

い
う
概
念
を
示
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
と
し
、
そ
の
意
味
で
は
、

市
民
で
あ
る
両
親
の
子
に
生
ま
れ
、
合
衆
国
の
管
轄
内
に
あ
る
者

は
、
常
に
合
衆
国
市
民
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
第
一
四
修

m
iscegenation statute

）
は
、
一
七
五
〇
年
ま
で
の
間
に
、
南

部
諸
州
並
び
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
及
び
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア

州
で
制
定
さ
れ
た
。
そ
れ
が
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
か
否
か
を

め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
こ
の
事
件
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
ア
ラ

バ
マ
州
が
制
定
し
た
異
人
種
間
婚
姻
禁
止
法
を
合
憲
と
判
決
し
た
。

こ
の
結
果
、
同
種
立
法
は
全
米
に
拡
大
し
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で

に
は
四
一
の
州
に
そ
の
種
立
法
が
存
在
し
た
と
い
う
。
こ
の
判
決

は
一
九
六
四
年
の
マ
ク
ラ
フ
リ
ン
対
フ
ロ
リ
ダ
州
事
件

（M
cL
aughlin v. F

lorida 379 U
.S
. 184

（1964

））

及

び

一
九
六
七
年
の
ラ
ヴ
ィ
ン
グ
対
バ
ー
ジ
ニ
ア
事
件
（L

oving v. 
V
irginia, 388 U

.S
. 1

（1967

））
判
決
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く

覆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ク
ル
ッ
ク
シ
ャ
ン
ク
判
決
は
、
南
部
ば
か
り
で
な

く
、
全
米
の
黒
人
に
暗
黒
時
代
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

二　

マ
イ
ナ
ー
対
ヘ
イ
パ
ー
セ
ッ
ト
事
件

こ
の
時
代
、
女
性
は
参
政
権
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
マ

イ
ナ
ー
事
件
（M

inor v. H
appersett, 88 U

.S
. 162

（1875

））

一
六
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
四
四
）

一
〇
月
ま
で
は
討
議
に
掛
け
る
こ
と
す
ら
拒
否
し
た
。
一
〇
月
に

上
院
が
再
度
投
票
を
行
っ
た
と
き
も
、
三
票
差
で
否
決
さ
れ
た
。

翌
一
九
一
九
年
二
月
一
〇
日
に
は
一
票
差
で
否
決
さ
れ
た
。
そ
こ

で
、
大
統
領
は
こ
の
修
正
動
議
の
た
め
の
特
別
会
期
を
開
く
こ
と

を
提
案
し
た
。
一
九
一
九
年
五
月
二
一
日
、
動
議
は
下
院
を

三
〇
四
票
対
八
九
票
で
可
決
し
、
二
週
間
後
の
六
月
四
日
、
最
終

的
に
上
院
も
同
調
し
、
五
六
票
対
二
五
票
で
可
決
し
た
。
つ
い
で

各
州
が
批
准
を
は
じ
め
、
一
九
二
〇
年
八
月
一
八
日
、
テ
ネ
シ
ー

州
が
三
六
番
目
の
批
准
州
と
な
っ
て
発
効
し
た
。
次
の
様
な
条
文

で
あ
る
。「

合
衆
国
ま
た
は
い
か
な
る
州
も
、
性
を
理
由
と
し
て
合

衆
国
市
民
の
投
票
権
を
奪
い
、
ま
た
は
制
限
し
て
は
な
ら
な

い
。連

邦
議
会
は
、
適
切
な
立
法
に
よ
り
、
こ
の
修
正
条
項
を

実
施
す
る
権
限
を
有
す
る
。」

こ
の
第
一
九
修
正
の
成
立
に
よ
り
、
マ
イ
ナ
ー
事
件
判
決
の
婦

人
参
政
権
に
関
す
る
部
分
は
失
効
し
た
こ
と
に
な
る
。

2　

レ
ッ
サ
ー
対
ガ
ー
ネ
ッ
ト
事
件

女
性
参
政
権
反
対
派
は
、
こ
の
憲
法
改
正
そ
の
も
の
が
無
効
で

あ
る
と
し
て
法
廷
闘
争
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
事
件

正
の
市
民
も
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
た
。

し
か
し
、
参
政
権
に
つ
い
て
は
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
参
政
権
は
、
第
一
四
修
正
の
批
准
以
前
に
お
い
て
、
市

民
権
の
特
権
ま
た
は
免
除
の
一
つ
で
あ
る
必
要
は
無
く
、
こ

の
修
正
は
何
ら
新
た
な
特
権
ま
た
は
免
除
を
加
え
た
も
の
で

は
無
い
。
そ
れ
は
単
に
市
民
が
既
に
有
す
る
そ
れ
ら
の
保
護

に
対
し
、
追
加
的
な
保
障
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。」

そ
し
て
、
既
存
の
市
民
権
の
中
に
参
政
権
は
含
ま
れ
て
い
な
い

と
し
て
、
上
告
を
退
け
た
の
で
あ
る
。

（
三
）　

そ
の
影
響

1　

第
一
九
修
正

こ
の
判
決
が
先
例
と
な
っ
た
結
果
、
米
国
の
婦
人
参
政
権
運
動

家
た
ち
は
、
憲
法
改
正
に
活
路
を
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

そ
の
運
動
は
、
一
九
世
紀
の
間
は
全
く
成
果
を
上
げ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
り
、
銃
後
に
お
け
る
女
性
の
社

会
的
役
割
が
増
大
し
た
こ
と
が
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
。

一
九
一
八
年
一
月
九
日
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
、
こ
の
修
正
条

項
に
対
す
る
支
持
を
表
明
し
た
。
翌
日
、
下
院
に
提
出
さ
れ
た
修

正
条
項
は
一
票
差
と
い
う
き
わ
ど
さ
な
が
ら
可
決
さ
れ
た
。
し
か

し
、
上
院
で
は
九
月
三
〇
日
に
二
票
差
で
否
決
さ
れ
た
。
上
院
は

一
七
〇



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
四
五
）

カ
ッ
ト
州
及
び
バ
ー
モ
ン
ト
州
が
批
准
し
た
時
点
で
争
う
価
値
が

な
く
な
っ
て
い
る
（m

oot

）。
ま
た
、
テ
ネ
シ
ー
州
等
の
批
准
の

有
効
性
は
、
国
務
長
官
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
時
点
で
、
も
は
や

司
法
審
査
の
対
象
か
ら
外
れ
て
い
た
と
し
た
。

3　

一
般
の
参
政
権

こ
の
マ
イ
ナ
ー
事
件
判
決
は
、
選
挙
に
お
け
る
性
差
別
以
外
の

差
別
、
す
な
わ
ち
一
票
の
格
差
に
対
し
て
は
、
一
九
六
〇
年
代
に

連
邦
最
高
裁
判
所
が
、
ベ
ー
カ
ー
対
カ
ー
事
件
（B

aker v. C
arr, 

369 U
.S
.186

（1962

））、
グ
レ
イ
対
サ
ン
ダ
ー
ス
事
件
（G

ray 
v. S
anders, 372 U

.S
. 368

（1963

））、
レ
イ
ノ
ル
ズ
対
シ
ム
ス

事
件
（R

eynols v. S
im
s, 377 U

.S
. 533

（1964

））
と
い
う
一

連
の
判
決
で
、
判
例
変
更
を
す
る
ま
で
、
先
例
と
し
て
存
在
し
続

け
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
よ
う
や
く
第
一
四
修
正
の
定
め
る
「
法
の

平
等
な
保
護
（equal protection of the law

s

）」
条
項
に
よ
り
、

連
邦
最
高
裁
は
司
法
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か

と
さ
れ
、
こ
の
マ
イ
ナ
ー
判
決
が
覆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三　

マ
ン
対
イ
リ
ノ
イ
州
事
件

こ
の
事
件
（M

unn v. Illinois, 94 U
.S
. 113

（1877

））
に

（L
eser v. G

arnett, 258 U
.S
. 130

（1922

））
で
、
反
対
派
が

修
正
条
項
を
無
効
と
主
張
す
る
理
由
は
次
の
三
点
で
あ
っ
た
。

第
一
に
、
憲
法
修
正
権
力
は
、
そ
の
性
格
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

修
正
権
を
含
ん
で
い
な
い
。

第
二
に
、
批
准
し
た
州
の
い
く
つ
か
は
、
そ
の
州
憲
法
で
女
性

参
政
権
を
禁
止
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
批
准
は
無
効
で

あ
る
。

第
三
に
、
テ
ネ
シ
ー
州
及
び
ウ
ェ
ス
ト･

バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
批

准
は
、
そ
の
州
の
批
准
手
続
き
に
従
っ
て
い
な
い
た
め
に
無
効
で

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
全
会
一
致
で
否
決
し
た
。

第
一
の
点
に
関
し
て
は
、
既
に
黒
人
参
政
権
を
認
め
る
第
一
五

修
正
が
五
〇
年
以
上
も
前
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
先
例
が
あ

る
。第

二
の
点
に
関
し
て
は
、
州
議
会
が
修
正
条
項
を
批
准
し
た
と

き
、
彼
ら
は
、
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
連
邦
機
関
と

し
て
の
権
限
は
、「
州
民
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
い
か
な
る
制
限

も
超
越
し
た
（transcends any lim

itations sought to be 
im
posed by the people of a state

）」
役
割
で
あ
る
と
し
た
。

第
三
の
点
に
関
し
て
は
、
こ
の
問
題
は
、
そ
の
後
に
コ
ネ
チ

一
七
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
四
六
）

二
五
日
に
制
定
し
た
。
同
法
第
一
条
は
、
公
共
倉
庫
を
、
Ａ
Ｂ
Ｃ

と
い
う
三
ラ
ン
ク
に
区
分
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
第
二
条
は
次
の

様
に
規
定
す
る
。

「
Ａ
ク
ラ
ス
の
公
共
倉
庫
に
は
、
倉
庫
、
サ
イ
ロ
も
し
く

は
穀
倉
（granaries

）
で
あ
っ
て
、
穀
物
を
ば
ら
積
み
で
、

異
な
る
所
有
者
の
穀
物
を
混
合
し
て
保
管
し
、
異
な
る
ロ
ッ

ト
ま
た
は
パ
ー
セ
ル
の
識
別
を
正
確
に
は
行
え
な
い
も
の
、

及
び
人
口
一
〇
万
人
以
上
の
住
民
を
持
つ
都
市
に
位
置
し
て

い
る
倉
庫
、
サ
イ
ロ
、
ま
た
は
穀
倉
を
い
う
。
Ｂ
ク
ラ
ス
の

公
共
倉
庫
は
、
穀
物
を
ば
ら
積
み
で
、
異
な
る
所
有
者
の
穀

物
を
混
合
し
て
保
管
し
て
い
る
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
倉

庫
、
サ
イ
ロ
、
ま
た
は
穀
倉
を
い
う
。
Ｃ
ク
ラ
ス
の
公
共
倉

庫
は
、
そ
れ
以
外
の
何
ら
か
の
種
類
の
資
産
を
保
管
す
る
倉

庫
ま
た
は
場
所
を
い
う
。」

第
三
条
で
は
、
Ａ
ク
ラ
ス
の
倉
庫
の
場
合
、
そ
の
所
在
す
る
郡

を
管
轄
す
る
巡
回
裁
判
所
（C

ircuit C
ourt

）
か
ら
、
保
証
金

を
積
ん
だ
上
で
営
業
許
可
を
取
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
第
四
条

で
は
、
違
反
に
対
し
て
一
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
を
定
め
て
い
る
。

第
五
条
で
は
、
さ
ら
に
許
可
を
取
ら
ず
に
営
業
を
続
け
た
場
合
に

は
、
一
日
あ
た
り
一
〇
〇
ド
ル
以
上
の
課
徴
金
を
徴
収
す
る
こ
と

お
け
る
ウ
ェ
イ
ト
の
意
見
は
、
本
稿
で
紹
介
す
る
判
例
で
は
例
外

的
に
、
議
会
が
持
っ
て
い
た
時
代
に
対
す
る
感
覚
を
正
当
に
評
価

し
た
点
で
、
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
第
七
節
に
紹
介
す
る

ロ
ッ
ク
ナ
ー
判
決
に
始
ま
る
時
代
に
、
こ
の
判
決
は
、
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
政
策
を
推
進
し
た
者
達
か
ら
は
、
聖
典
の
よ
う
に
扱
わ

れ
た
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

一
八
七
〇
年
に
採
択
さ
れ
た
イ
リ
ノ
イ
州
憲
法
に
「
第
一
三
条　

倉
庫
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
。

そ
の
第
一
節
は
「
報
酬
を
得
て
穀
物
そ
の
他
の
資
産
を
保
管
す

る
サ
イ
ロ
（elevator

）
ま
た
は
貯
蔵
所
（storehouse

）
は
す

べ
て
、
資
産
を
分
離
し
て
保
管
す
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
公
共
倉

庫
と
宣
言
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
よ
う
な
倉
庫

の
管
理
者
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
が
第
六
節
ま
で
詳
細
に
定
め
ら
れ
、

最
後
の
第
七
節
は
「
州
下
院
は
、
穀
物
の
生
産
者
、
船
積
み
業
者
、

受
領
者
及
び
生
産
の
保
護
の
た
め
、
穀
物
を
査
察
す
る
法
律
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
イ
リ
ノ
イ
州
下
院
は
「
公
共
倉
庫
及
び
倉
庫

保
管
料
を
規
制
し
、
穀
物
を
検
査
し
、
及
び
州
憲
法
一
三
条
を
実

効
化
す
る
た
め
の
法
律
」
と
い
う
名
の
法
律
を
一
八
七
一
年
四
月

一
七
二



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
四
七
）

て
い
た
の
で
あ
る
。
二
人
は
有
罪
と
さ
れ
、
一
〇
〇
ド
ル
の
罰
金

を
科
せ
ら
れ
た
の
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

マ
ン
側
は
、
同
法
が
三
点
で
合
衆
国
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
と

主
張
し
た
。
す
な
わ
ち

1
．
合
衆
国
憲
法
一
条
八
節
三
項
が
連
邦
議
会
に
「
諸
外
国

と
の
通
商
、
各
州
間
の
通
商
…
を
規
制
す
る
権
限
」
を
定
め

て
い
る
。

2
．
同
一
条
九
節
六
項
は
「
各
州
か
ら
輸
出
さ
れ
る
物
品
に

対
し
て
、
租
税
ま
た
は
関
税
を
賦
課
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

定
め
て
い
る
。

3
．
第
一
四
修
正
は
「
い
か
な
る
州
も
、
法
の
適
正
な
過
程

に
よ
ら
ず
に
、
何
人
か
ら
も
そ
の
生
命
、
自
由
ま
た
は
財
産

を
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
。」
と
定
め
て
い
る
。

（
二
）　

判
決
の
内
容

ウ
ェ
イ
ト
長
官
自
身
が
判
決
を
申
し
渡
し
た
。

こ
の
事
件
の
焦
点
は
、
イ
リ
ノ
イ
州
が
問
題
の
法
律
を
制
定
す

る
権
限
を
有
す
る
か
否
か
で
あ
る
。

ウ
ェ
イ
ト
は
、
こ
の
う
ち
、
最
後
の
第
一
四
修
正
の
問
題
を
最

初
に
取
り
上
げ
た
。
彼
は
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修

正
等
を
引
用
し
、
あ
る
い
は
多
数
の
判
例
を
引
用
し
た
上
で
、

を
定
め
て
い
る
。

ま
た
、
第
一
五
条
で
は
次
の
様
に
定
め
て
い
る
。

「
Ａ
ク
ラ
ス
の
公
共
倉
庫
を
経
営
す
る
倉
庫
業
者
は
、
そ

の
倉
庫
が
所
在
す
る
都
市
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
新
聞
（
も
し

存
在
す
れ
ば
日
刊
紙
）
の
一
紙
以
上
に
、
毎
年
一
月
の
最
初

の
週
の
間
に
、
倉
庫
内
の
穀
物
の
貯
蔵
の
当
該
年
度
に
お
け

る
レ
ー
ト
の
表
ま
た
は
予
定
を
公
表
し
、
そ
の
レ
ー
ト
は
年

間
を
通
じ
て
増
額
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
公
表
さ
れ
た

レ
ー
ト
も
し
く
は
減
額
は
そ
の
倉
庫
で
保
管
す
る
す
べ
て
の

人
及
び
会
社
に
適
用
す
る
。
い
か
な
る
差
別
も
、
直
接
で
あ

れ
、
間
接
で
あ
れ
、
穀
物
の
貯
蔵
の
た
め
に
そ
の
倉
庫
業
者

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
料
金
に
関
し
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。」

一
八
七
二
年
に
、
マ
ン
及
び
ス
コ
ッ
ト
（M

unn &
 S
cott

）

が
同
法
違
反
で
起
訴
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
そ
の
所
有
す
る
北
西
サ

イ
ロ
（N

orthw
estern E

levator

）
と
い
う
名
の
穀
物
貯
蔵
庫

で
穀
物
を
ば
ら
積
み
で
保
管
す
る
に
当
た
り
、
異
な
る
所
有
者
の

穀
物
を
混
ぜ
て
保
管
し
て
い
た
。
サ
イ
ロ
は
シ
カ
ゴ
市
内
に
あ
り
、

シ
カ
ゴ
は
、
そ
の
時
点
で
一
〇
万
人
以
上
の
人
口
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
彼
ら
は
巡
回
裁
判
所
か
ら
の
許
可
を
取
る
こ
と
無
く
、
し

た
が
っ
て
保
証
金
も
積
ま
ず
に
違
法
に
高
い
料
金
で
営
業
を
行
っ

一
七
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
四
八
）

こ
う
し
て
、
適
正
手
続
へ
の
違
反
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、
議
論
は
、
マ
ン
側
が
主
張
し
た
州
際
通
商
条
項
に
関

す
る
議
論
に
移
る
。
マ
ン
側
の
主
張
に
つ
い
て
補
足
説
明
す
る
と
、

こ
れ
は
休
眠
通
商
条
項
（D

orm
ant C

om
m
erce C

lause

）
と
呼

ば
れ
る
理
論
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
議

会
が
敢
え
て
州
際
通
商
に
関
す
る
権
限
を
発
動
し
て
い
な
い
場
合

に
は
、
そ
れ
は
禁
止
を
意
味
す
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
す
る
理

論
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
州
際
通
商
に
あ
た
る
事
案
に
関
し
て
、

連
邦
法
が
規
制
し
て
い
な
い
場
合
に
、
州
が
そ
れ
を
規
制
す
る
立

法
を
行
う
と
、
連
邦
法
に
反
し
て
違
憲
に
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
の

理
論
は
、
す
で
に
マ
ー
シ
ャ
ル
コ
ー
ト
に
お
け
る
ギ
ボ
ン
ズ
対
オ

グ
デ
ン
事
件
（G

ibbons v. O
gden, 22 U

.S
. 1

（1824 （6
）

））
に
お

い
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
打
ち
出
し
た
州
際
通
商
条
項
（Interstate 

C
om
m
erce C

lause

）
の
解
釈
に
既
に
現
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
同
事
件
で
マ
ー
シ
ャ
ル
は
通
商
に
関
す
る
連
邦
議
会

の
権
限
は
、
州
法
に
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
優
越
す
る
と
し
た
の
で
あ

る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
権
限
の
不
発
動
は
、
そ
れ
に
反
す

る
州
の
立
法
を
禁
止
す
る
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
マ
ン
側
は
、
連
邦
法
に
イ
リ
ノ
イ
州
倉
庫
法
に
相
当
す

「
私
有
財
産
が
公
共
の
利
用
に
専
ら
供
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ

は
公
的
規
制
の
対
象
と
な
る
、
と
い
う
事
は
十
分
に
示
す
こ
と
が

で
き
た
。」
と
結
論
し
、「
残
る
問
題
は
、
上
告
人
の
倉
庫
及
び
事

業
が
こ
の
原
則
の
範
疇
に
属
す
る
か
否
か
で
あ
る
。」
と
し
て
、

適
正
手
続
へ
の
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
を

重
ね
た
上
で
、
西
部
の
七
〜
八
州
の
生
産
物
は
東
海
岸
に
位
置
す

る
四
〜
五
箇
所
の
州
を
通
過
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
シ
カ
ゴ
の

倉
庫
施
設
は
事
実
上
独
占
状
態
に
あ
る
、
と
述
べ
る
。

「
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
財
産
権
は
、
法

の
適
正
な
手
続
き
に
よ
ら
ず
に
剥
奪
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
法
そ
れ
自
身
は
、
行
動
原
則
と
し
て
、
憲
法
の
制

限
内
で
あ
れ
ば
、
議
会
の
意
思
に
よ
り
、
あ
る
い
は
気
ま
ぐ

れ
に
よ
り
自
由
に
変
え
て
も
よ
い
。
実
際
、
成
文
法
の
大
き

な
使
命
は
、
発
展
に
伴
う
コ
モ
ン
ロ
ー
の
欠
陥
を
改
善
し
、

時
代
と
状
況
の
変
化
に
適
応
す
る
こ
と
で
あ
る
。
公
的
雇
用

ま
た
は
公
共
の
利
害
に
関
わ
る
資
産
の
使
用
に
供
さ
れ
た
事

業
の
た
め
の
利
用
料
率
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
従
来
か
ら
存

在
し
て
い
た
規
制
の
変
更
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
決
し
て
新

た
な
法
原
則
を
作
り
出
し
た
の
で
は
無
く
、
単
に
古
い
も
の

に
新
し
い
効
果
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
い
。」

一
七
四



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
四
九
）

合
衆
国
憲
法
九
条
一
項
違
反
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
は
、
実
に

簡
単
に
片
付
け
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
連
邦
議
会
の
権
限
の
制
約

規
定
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
州
が
そ
の
地
域
的
問
題
を
規
制
す
る

の
に
は
関
係
が
無
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
、
ウ
ェ
イ
ト
は
本
件
イ
リ
ノ
イ
州
憲
法
及
び
そ
れ

に
基
づ
く
イ
リ
ノ
イ
州
法
は
合
憲
と
判
決
し
た
。

（
三
）　

そ
の
後

ウ
ェ
イ
ト
は
こ
の
ほ
か
、
鉄
道
許
可
事
件
（R

ailroad 
C
om
m
ission C

ases, 116 U
.S
. 307

（1886

））
で
も
類
似
の
判

断
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
州
が
鉄
道
会
社
に
営
業
許
可
を

下
す
に
当
た
り
、
貨
物
や
旅
客
の
料
金
を
定
め
る
の
は
、
州
の
ポ

リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
範
囲
内
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

四　

プ
レ
ッ
シ
ー
対
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
事
件

こ
の
事
件
か
ら
フ
ラ
ー
・
コ
ー
ト
の
判
決
と
な
る
。

こ
の
事
件
の
判
決
（P

lessy v. F
erguson, 163 U

.S
. 537

（1896

））
は
、
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
判
決
と
並
ぶ
連
邦
最
高
裁

判
所
最
大
の
汚
点
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

一
九
五
四
年
の
ブ
ラ
ウ
ン
対
教
育
委
員
会
事
件
判
決
で
最
終
的
に

る
規
定
が
存
在
し
て
い
な
い
状
況
下
で
も
、
イ
リ
ノ
イ
州
倉
庫
法

は
、
連
邦
権
限
を
侵
害
し
、
違
憲
と
な
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ウ
ェ
イ
ト
は
、S

tate T
ax on R

ailw
ay 

G
ross R

eceipts, 15 W
all. 293

と
い
う
判
例
を
引
用
し
て
次
の

様
に
述
べ
て
い
る
。

「
そ
れ
は
憲
法
の
意
義
の
範
囲
内
で
商
業
に
影
響
を
与
え

る
す
べ
て
の
規
制
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
上

告
人
の
倉
庫
は
イ
リ
ノ
イ
州
に
位
置
し
て
お
り
、
彼
ら
の
事

業
は
、
イ
リ
ノ
イ
州
の
内
で
排
他
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
。

彼
ら
は
州
内
だ
け
で
な
く
州
際
通
商
に
従
事
す
る
人
々
か
ら

も
そ
の
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
荷
馬
車

や
カ
ー
ト
が
通
商
の
一
部
で
あ
る
以
上
の
、
あ
る
い
は
穀
物

を
他
の
鉄
道
駅
か
ら
転
送
さ
れ
る
鉄
道
駅
以
上
の
必
然
性
を

持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
と
し
て
彼
ら
は
州
際
通
商

に
関
わ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
連
邦
議
会
が
そ
の
州
際
通
商

と
の
関
わ
り
を
基
準
に
立
法
す
る
ま
で
、
そ
れ
ら
の
規
制
は
、

間
違
い
な
く
州
内
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
例
え
州
が
そ
う
し

た
こ
と
で
、
そ
れ
が
間
接
的
に
州
外
の
直
接
に
は
そ
の
管
轄

に
服
さ
な
い
通
商
に
機
能
す
る
と
し
て
も
、
州
は
そ
の
全
立

法
権
を
執
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。」

一
七
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
五
〇
）

に
座
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
そ
の
列
車
の
車
掌
に
、
各
旅
客
を
そ

の
属
す
る
人
種
に
割
り
当
て
ら
れ
た
客
車
も
し
く
は
コ
ン
パ
ー
ト

メ
ン
ト
に
割
り
当
て
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
自
ら
の
人
種
に
割
り

当
て
ら
れ
た
客
車
も
し
く
は
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
行
く
こ
と
を

拒
ん
だ
旅
客
に
対
し
て
は
罰
金
も
し
く
は
拘
留
が
課
せ
ら
れ
た
。

列
車
の
車
掌
に
は
、
自
ら
に
割
り
当
て
ら
れ
た
座
席
ま
た
は
コ
ン

パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
座
る
こ
と
を
拒
ん
だ
旅
客
に
対
し
て
は
輸
送
を

拒
む
権
限
を
与
え
た
。
旅
客
会
社
に
対
し
て
は
、
そ
の
様
な
拒
絶

か
ら
の
自
由
を
与
え
た
。

ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の
著
名
な
黒
人
、
混
血
人
及
び
白
人
が
、

同
法
の
廃
止
を
求
め
て
市
民
委
員
会
（C

om
ité des C

itoyens

）

と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
た
。
委
員
会
は
、
こ
れ
ま
で
も
黒
人

の
権
利
の
た
め
に
戦
っ
た
こ
と
の
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
白
人
弁

護
士
を
雇
っ
た
上
で
、
三
〇
歳
の
靴
職
人
プ
レ
ッ
シ
ー
（H

om
er 

P
lessy

：1862-1925

）
に
、
こ
の
法
律
に
反
対
す
る
行
動
の
た

め
に
志
願
す
る
よ
う
説
得
し
た
。

プ
レ
ッ
シ
ー
は
八
分
の
一
黒
人
、
つ
ま
り
当
時
の
表
現
で
言
え

ば
オ
ク
ト
ル
ー
ン
（octoroon

）
で
あ
っ
た
。
彼
の
曾
祖
母
が
黒

人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
肌
の
白
さ
の
た
め
、
彼
は
通
常
は
有

色
人
と
は
思
わ
れ
な
い
人
物
で
あ
っ
た
（
次
頁
の
写
真
参
照
）。

否
定
さ
れ
る
ま
で
半
世
紀
以
上
の
長
き
に
わ
た
っ
て
生
き
残
こ
り
、

数
多
く
の
判
決
に
影
響
を
与
え
続
け
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

そ
の
問
題
性
は
、
は
る
か
に
大
き
い
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

ウ
ェ
イ
ト･
コ
ー
ト
の
一
連
の
判
例
に
よ
り
、
修
正
条
項
実
施

法
の
法
的
効
力
を
奪
わ
れ
た
た
め
、
北
部
の
掣
肘
が
な
く
な
る
と
、

南
部
諸
州
の
政
府
は
、
黒
人
が
白
人
と
同
じ
公
共
施
設
を
使
用
す

る
の
を
禁
じ
た
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
法
（Jim

 C
row
 law （

7
）

）
を
積
極

的
に
制
定
し
は
じ
め
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
な
ん
と
か
黒
人

の
権
利
を
確
保
す
る
司
法
判
断
を
得
よ
う
と
す
る
努
力
の
一
環
と

し
て
、
こ
の
プ
レ
ッ
シ
ー
事
件
は
起
き
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　

事
件
の
内
容

一
八
九
〇
年
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
は
、
車
両
分
離
法
（S

eparate 
C
ar A

ct

）
を
制
定
し
た
（
8
）

。
同
法
は
、
同
州
内
で
旅
客
を
客
車
で

運
ぶ
事
業
を
行
っ
て
い
る
鉄
道
会
社
に
、
白
人
と
有
色
人
に
対
す

る
も
て
な
し
と
し
て
、
列
車
に
二
両
以
上
の
客
車
を
連
結
す
る
こ

と
に
よ
り
、
ま
た
は
異
な
る
も
て
な
し
を
確
保
で
き
る
だ
け
の
障

壁
を
客
車
内
に
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
平
等
で
は
あ
る
が
分
離
し

た
車
両
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
人

も
客
車
内
の
自
ら
が
属
す
る
人
種
に
割
り
当
て
ら
れ
た
座
席
以
外

一
七
六



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
五
一
）

所
し
た
。

プ
レ
ッ
シ
ー
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
裁
判
は
、
事
件
の
一
ヶ
月
後

に
開
廷
さ
れ
た
。
プ
レ
ッ
シ
ー
の
弁
護
士
は
、
東
ル
イ
ジ
ア
ナ
鉄

道
は
修
正
第
一
三
条
と
第
一
四
条
の
下
で
の
彼
の
憲
法
上
の
権
利

を
拒
否
し
た
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
を
担
当
す
る

フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
（John H

ow
ard F

erguson

）
裁
判
官
は
、
州
の

中
だ
け
で
運
営
さ
れ
て
い
る
限
り
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
に
は
鉄
道

会
社
を
規
制
す
る
権
限
が
あ
る
と
裁
決
し
た
。
そ
し
て
プ
レ
ッ

シ
ー
は
、
車
両
分
離
法
へ
の
違
反
の
た
め
に
、
三
〇
〇
ド
ル
の
罰

金
を
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
プ
レ
ッ
シ
ー
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州

最
高
裁
に
上
告
し
た
が
、
州
最
高
裁
も
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
判
決
を
支

持
し
た
の
で
、
彼
は
連
邦
最
高
裁
に
上
告
し
た
。

（
三
）　

法
廷
意
見

九
人
の
最
高
裁
判
事
の
う
ち
、
ブ
リ
ュ
ワ
判
事
が
参
加
し
な

か
っ
た
の
で
八
人
の
判
事
に
よ
る
裁
決
と
な
っ
た
。
七
対
一
の
判

決
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
は
プ
レ
ッ
シ
ー
の
訴
え
を
退
け
た
。

判
決
は
ブ
ラ
ウ
ン
（H

enry B
. B
row
n

）
判
事
が
書
い
た
。

判
決
は
、
ま
ず
同
法
が
第
一
三
修
正
に
違
反
し
な
い
と
言
う
こ
と

は
極
め
て
明
白
だ
、
と
す
る
。〝
隷
属
（servitude

）〞
と
い
う

語
は
、
そ
の
人
の
階
級
や
名
称
が
同
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
非

彼
が
車
両
分
離
法
に
違
反
す
れ
ば
、
同
法
に
よ
る
差
別
を
打
破
で

き
る
と
期
待
し
て
、
委
員
会
は
彼
を
送
り
出
し
た
。
明
確
な
テ
ス

ト
に
な
る
よ
う
に
、
委
員
会
は
予
め
プ
レ
ッ
シ
ー
が
乗
車
す
る
こ

と
を
東
ル
イ
ジ
ア
ナ
鉄
道
（E

ast L
ouisiana R

ailroad

）
に
通

知
し
て
お
い
た
。
鉄
道
会
社
も
、
余
計
な
負
担
を
課
す
る
こ
の
法

律
に
反
対
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
テ
ス
ト
に
協
力
し
た
。

一
八
九
二
年
六
月
七
日
、
プ
レ
ッ
シ
ー
は
一
等
車
の
切
符
を

買
っ
て
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
近
郊
の
通
勤
列
車
に
乗
り
込
み
、

白
人
専
用
席
に
座
っ
た
。
車
掌
は
予
定
通
り
、
彼
が
有
色
人
か
否

か
を
尋
ね
た
。
ま
た
、
委
員
会
で
は
、
プ
レ
ッ
シ
ー
が
確
実
に
車

両
分
離
法
に
違
反
し
た
こ
と
が
判
る
よ
う
に
、
彼
を
拘
束
し
、
列

車
か
ら
降
ろ
す
権
限

を
有
す
る
私
立
探
偵

を
雇
っ
て
い
た
。
プ

レ
ッ
シ
ー
は
オ
ー
リ

ン
ズ
郡
の
留
置
場
に

拘
束
さ
れ
た
が
、
翌

日
、
委
員
会
の
予
定

し
た
と
お
り
五
〇
〇

ド
ル
の
保
釈
金
で
出

ホーマー・プレッシー

一
七
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
五
二
）

物
事
の
性
質
か
ら
、
政
治
的
、
平
等
的
に
、
皮
膚
の
色
に
基

づ
く
差
別
を
廃
止
し
た
り
、
社
会
に
強
制
し
た
り
、
な
い
し

は
い
ず
れ
か
に
不
満
足
な
条
件
に
基
づ
い
て
二
つ
の
人
種
を

混
ぜ
合
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
彼
ら
が
接
触
し
や
す
い
場
所
で
分
離
す
る
こ
と

を
法
が
許
容
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
要
求
し
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
、
必
ず
し
も
い
ず
れ
か
の
人
種
の
劣
等
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
し
、
一
般
的
で
は
な
い
と
し
て
も
、
州
の
ポ
リ

ス
・
パ
ワ
ー
の
行
使
と
し
て
そ
の
立
法
府
の
能
力
内
と
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
最
も
一
般
的
な
例
は
、
白
人
種
と

有
色
人
種
の
た
め
の
分
離
さ
れ
た
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
に

関
わ
っ
て
い
る
。
有
色
人
種
の
政
治
的
権
利
が
長
い
こ
と
追

求
さ
れ
、
も
っ
と
も
真
摯
に
主
張
さ
れ
て
い
る
場
所
で
も
、

米
国
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
立
法
権
行
使
は
有
効

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

こ
こ
で
、
人
種
別
学
の
合
憲
判
決
の
例
と
し
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
判

事
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
判
所

が
一
八
五
〇
年
に
く
だ
し
た
「
ロ
バ
ー
ツ
対
ボ
ス
ト
ン
市
事
件

（R
oberts v. C

ity of B
oston, 5 C

ush. 19

）」
判
決
で
あ
る
。

こ
の
事
件
は
、
五
歳
の
ア
フ
リ
カ
系
米
国
人
で
あ
る
サ
ラ
・
ロ

任
意
的
奴
隷
制
を
禁
止
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
こ
の

規
定
で
は
南
部
の
州
で
制
定
さ
れ
た
様
々
な
法
律
か
ら
有
色
人
種

を
守
る
た
め
に
は
不
十
分
と
、
そ
の
当
時
の
政
治
家
に
よ
っ
て
見

な
さ
れ
、
第
一
四
修
正
が
考
案
さ
れ
た
、
と
い
う
事
を
指
摘
し
て

い
る
。

そ
こ
で
問
題
は
第
一
四
修
正
の
解
釈
に
か
か
っ
て
く
る
。
ブ
ラ

ウ
ン
判
事
は
言
う
。

「
こ
の
修
正
の
適
切
な
構
造
に
つ
い
て
は
、
屠
殺
場
事
件

が
、
最
初
に
こ
の
裁
判
所
の
注
意
を
喚
起
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
判
決
は
人
種
差
別
の
問
題
の
代
わ
り
に
排
他
的
な
特
権

の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
判
例
は
、
有
色
人
種
に
対

し
て
特
定
の
権
利
を
確
保
す
る
よ
う
な
、
い
か
な
る
意
見
の

表
明
も
要
求
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
主
た
る
目
的
は
黒
人
の
市

民
権
を
確
立
し
、
連
邦
と
州
の
市
民
権
の
定
義
を
与
え
、
州

の
敵
対
的
な
法
律
か
ら
合
衆
国
市
民
の
特
権
と
免
責
を
保
護

す
る
こ
と
で
あ
る
と
一
般
的
に
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。」

こ
の
よ
う
に
、
第
一
四
修
正
の
内
容
を
限
定
し
た
上
で
、
さ
ら

に
次
の
様
に
言
う
。

「
修
正
の
対
象
は
、
疑
い
も
な
く
、
法
の
下
に
お
け
る
二

つ
の
人
種
の
絶
対
的
な
平
等
を
強
制
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

一
七
八



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
五
三
）

S
haw

）
判
事
の
次
の
文
章
を
、
ブ
ラ
ウ
ン
判
事
は
そ
っ
く
り
引

用
し
て
い
る
。

「
原
告
の
た
め
に
、
学
識
深
く
雄
弁
な
支
持
者
に
よ
っ
て

述
べ
ら
れ
た
偉
大
な
原
則
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
憲
法

及
び
法
律
に
よ
り
、
す
べ
て
の
人
は
、
年
齢
や
性
別
、
出
生

や
色
、
種
族
や
条
件
の
区
別
な
く
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
、
こ
の
大
原
則
が
社
会

に
お
け
る
実
際
の
様
々
な
条
件
の
人
々
に
適
用
さ
れ
る
場
合

に
は
、
男
性
と
女
性
が
法
的
に
同
一
の
市
民
的
及
び
政
治
的

権
力
を
有
し
て
い
る
と
か
、
子
供
と
大
人
が
法
的
に
同
一
の

機
能
を
有
し
、
同
一
の
取
扱
を
う
け
る
と
い
う
主
張
を
認
め

る
も
の
で
は
無
く
、
単
に
人
び
と
が
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、

規
律
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
等
し
く
父
親
的
温
情
主

義
に
基
づ
く
配
慮
と
、
そ
の
生
存
と
安
全
の
た
め
の
法
の
保

護
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。」

こ
れ
を
一
般
化
す
る
形
で
、
ブ
ラ
ウ
ン
判
事
は
、
年
齢
や
性
に

よ
る
別
学
、
つ
ま
り
、
小
学
校
や
女
子
校
ま
で
も
分
離
教
育
と
し

て
捉
え
、
あ
る
い
は
貧
困
や
親
の
無
関
心
に
よ
り
就
学
で
き
な

か
っ
た
子
供
の
た
め
の
学
校
等
を
例
に
挙
げ
て
、
分
離
教
育
の
合

憲
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
分
離

バ
ー
ツ
（S

arah R
oberts

）
が
、
ア
ビ
エ
ル·

ス
ミ
ス
校

（A
biel S

m
ith S

chool

）
と
い
う
生
徒
全
員
が
黒
人
の
普
通
校

に
入
学
す
る
よ
う
、
市
教
育
委
員
会
か
ら
指
示
さ
れ
た
こ
と
が
問

題
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
校
は
ボ
ス
ト
ン
市
内
の
サ

ラ
の
自
宅
か
ら
遠
く
、
し
か
も
ア
フ
リ
カ
系
米
国
人
が
行
く
よ
う

に
指
示
さ
れ
る
学
校
は
一
般
に
老
朽
化
が
激
し
く
、
設
備
も
劣
っ

て
お
り
、
安
全
上
の
問
題
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
サ
ラ
の
父
で
、

同
じ
く
ア
フ
リ
カ
系
米
国
人
で
あ
る
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
（B
enjam

in 
F
. R
oberts

）
は
、
自
宅
近
く
の
白
人
用
の
学
校
に
彼
女
を
入
学

さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
人
種
に
基
づ
い
て
拒
否
さ
れ
、
さ
ら
に
実

力
で
そ
の
学
校
か
ら
つ
ま
み
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
訴
訟
と
な
っ

た
が
、
州
最
高
裁
判
所
は
、「
分
離
す
れ
ど
平
等
」
は
合
憲
と
判

決
し
た
の
で
あ
る
。
父
親
は
し
か
し
州
議
会
に
運
動
し
た
結
果
、

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
は
、
一
八
五
五
年
、
州
全
体
で
分
離
さ
れ

た
学
校
を
禁
止
し
た
。
こ
れ
は
諸
州
で
黒
白
分
離
校
を
禁
止
し
た

最
初
の
法
律
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
ブ
ラ
ウ
ン
判
事
は
、
こ
の
ロ
バ
ー
ツ
事
件
に
お
け
る

最
終
的
結
果
で
は
な
く
、
途
中
経
過
に
過
ぎ
な
い
州
最
高
裁
判
所

の
判
決
だ
け
を
つ
ま
み
食
い
す
る
形
で
引
用
し
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
判
所
の
シ
ョ
ー
（L

em
uel 

一
七
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
五
四
）

る
べ
き
問
題
性
が
あ
る
。

さ
ら
に
ブ
ラ
ウ
ン
判
事
は
最
終
的
に
、
二
つ
の
人
種
の
分
離
の

強
化
が
、
白
人
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
い
う
刻
印
を
有
色
人
種
に
押

す
と
い
う
仮
定
の
上
で
行
わ
れ
て
い
る
と
す
る
原
告
の
主
張
は
根

本
的
に
誤
っ
て
い
る
、
と
宣
言
し
た
。
仮
に
有
色
人
種
が
州
議
会

の
支
配
的
な
力
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
想
定
し
、
正
確
に
同
様
の

条
件
で
法
律
を
制
定
し
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
白
人
種
が
劣
等

の
地
位
を
有
す
る
と
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
反

論
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
律
に
よ
っ
て
社
会
的
偏
見
を
克
服

す
る
よ
う
に
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
両
者
の
融
和
は
自
然
の

親
和
性
、
互
い
の
メ
リ
ッ
ト
の
相
互
理
解
、
個
人
の
自
発
的
同
意

の
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

ブ
ラ
ウ
ン
判
事
は
、
最
後
に
プ
レ
ッ
シ
ー
が
ほ
と
ん
ど
白
人
と

区
別
の
付
か
な
い
混
血
人
種
で
あ
る
点
に
つ
い
て
、
次
の
様
に
述

べ
て
い
る
。

「
有
色
人
種
と
混
血
し
て
い
る
者
を
、
白
人
と
区
別
し
て

有
色
人
種
を
構
成
す
る
者
と
す
る
問
題
は
、
い
く
つ
か
の
州

の
間
で
意
見
の
相
違
が
あ
る
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
事

実
で
あ
る；

何
ら
か
の
目
に
見
え
る
差
異
の
あ
る
者
だ
け
を

有
色
人
種
と
す
る
例
（S

tate v. C
havers, 5 Jones

﹇N
. 

教
育
を
合
憲
と
し
た
州
レ
ベ
ル
の
多
数
の
判
例
を
引
用
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
問
題
の
法
律
は
、
そ
う
し
た
公
的
な
施
策
の
一
環
と

し
て
二
つ
の
人
種
を
分
離
し
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

「
こ
う
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
第
一
四
修
正
と
の

抵
触
が
懸
念
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
事
件
に
関
し
て
は
、
ル
イ

ジ
ア
ナ
州
法
が
合
理
的
な
規
制
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
に

限
定
さ
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
必
然
に
立
法
府
に
大
き
な

裁
量
権
が
あ
る
。
合
理
性
の
問
題
を
決
定
す
る
に
際
し
て
は
、

そ
の
用
途
、
習
慣
、
人
々
の
伝
統
を
参
照
し
な
が
ら
、
そ
れ

ら
の
快
適
さ
と
公
共
の
秩
序
の
保
全
の
推
進
を
視
野
に
立
法

す
る
自
由
が
あ
る
。
こ
の
基
準
で
測
る
な
ら
ば
、
公
共
輸
送

機
関
で
二
人
種
の
分
離
を
定
め
、
要
求
す
る
こ
と
が
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
特
別
区
で
有
色
人
種
の
子
供
の
た
め
に
別
の
学
校
を

必
要
と
す
る
と
い
う
議
会
法
な
い
し
州
議
会
の
そ
れ
に
対
応

す
る
立
法
が
憲
法
上
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
以

上
に
第
一
四
修
正
に
照
ら
し
不
合
理
で
あ
る
と
か
、
不
愉
快

で
あ
る
と
い
う
事
は
で
き
な
い
。」

こ
う
し
て
、
こ
の
判
決
は
、
問
題
は
鉄
道
に
お
け
る
座
席
に
過

ぎ
な
い
の
に
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
手
段
と
し
て
、
教
育
に
お
け

る
人
種
別
別
学
ま
で
も
合
憲
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
恐

一
八
〇



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
五
五
）

れ
る
次
の
言
葉
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

「
憲
法
上
の
、
法
的
観
点
か
ら
見
る
と
、
こ
の
国
に
は
優

位
に
立
つ
ど
の
よ
う
な
支
配
階
級
も
存
在
し
な
い
。
カ
ー
ス

ト
制
度
は
こ
こ
に
は
な
い
。
我
々
の
憲
法
は
色
盲
で
、
市
民

の
間
に
い
か
な
る
階
級
も
知
ら
ず
ま
た
許
容
し
な
い
（O

ur 
constitution is color-blind, and neither know

s nor 
tolerates classes am

ong citizens.

）。
公
民
権
の
点
で
は
、

す
べ
て
の
市
民
が
法
の
前
に
等
し
い
。」

も
っ
と
も
、
ハ
ー
ラ
ン
判
事
も
時
代
の
子
で
、
次
の
様
に
述
べ

て
い
る
こ
と
も
記
憶
す
べ
き
で
あ
る
。

「
ア
メ
リ
カ
の
市
民
に
な
る
こ
と
を
可
能
と
し
な
い
、
私

た
ち
と
非
常
に
異
な
る
人
種
が
い
る
。
そ
れ
に
属
す
る
人
は
、

わ
ず
か
の
例
外
を
の
ぞ
け
ば
、
我
が
国
か
ら
絶
対
に
締
め
出

さ
れ
る
。
私
は
そ
れ
を
、
中
国
人
（
黄
色
人
種
）
と
示
唆
す

る
」

（
五
）　

そ
の
後

一
八
九
六
年
一
月
、
プ
レ
ッ
シ
ー
は
違
反
の
罪
を
認
め
て
罰
金

を
支
払
っ
た
。
こ
の
裁
判
の
余
波
と
し
て
、「
分
離
す
れ
ど
平
等
」

の
主
義
は
法
的
な
根
拠
を
与
え
ら
れ
、
人
種
の
分
類
に
基
づ
く
分

離
は
、
施
設
が
平
等
な
品
質
で
あ
る
限
り
は
合
法
で
あ
る
と
さ
れ

C
.

﹈1

）；

血
液
の
優
勢
で
あ
る
も
の
で
決
す
る
例
（G

ray 
v. S
tate, 4 O

hio, 354; M
onroe v. C

ollins, 17 O
hio 

S
t. 665

）；

白
人
種
の
血
が
四
分
の
三
以
上
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
例
（P

eople v. D
ean, 14 M

ich. 406; 
Jones v. C

om
., 80 V

a. 544

）
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
各
州
の
法
律
が
決
定
す
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
本
件
で
申

し
立
て
ら
れ
て
い
る
点
で
は
な
い
。
本
件
に
お
い
て
は
、
ル

イ
ジ
ア
ナ
州
の
法
律
に
基
づ
け
ば
、
申
立
人
が
白
人
種
に
属

し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
有
色
人
種
に
属
し
て
い
る
か
ど

う
か
だ
け
が
重
要
な
点
で
あ
る
。」

（
四
）　

反
対
意
見

こ
の
判
決
に
対
し
、
唯
一
反
対
意
見
を
書
い
た
の
は
ハ
ー
ラ
ン

判
事
で
あ
る
（
9
）

。
多
数
意
見
と
同
じ
く
、
数
多
く
の
判
例
を
動
員
し

て
議
論
を
す
る
点
は
、
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
次
の

様
な
印
象
的
な
表
現
で
書
き
出
す
。

「
私
の
意
見
で
は
、
今
日
、
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
は
、
ド

レ
ッ
ド·

ス
コ
ッ
ト
事
件
に
お
い
て
、
こ
の
裁
判
所
に
よ
っ

て
下
さ
れ
た
判
決
と
同
様
に
、
非
常
に
有
害
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
、
時
が
証
明
す
る
で
あ
ろ
う
。」

そ
し
て
、
結
論
と
し
て
、
黒
人
問
題
に
関
し
て
は
常
に
引
用
さ

一
八
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
五
六
）

合
衆
国
憲
法
が
、
そ
の
租
税
条
項
に
関
し
て
極
め
て
弱
体
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
大
き
な
憲
法
問
題
が
発
生
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ヒ
ル
ト
ン
事
件
（H

ylton v. U
nited S

tates, 3 U
.S
. 171

（1796

））
及
び
マ
カ
ラ
ッ
ク
事
件
（M

cC
ulloch v. M

aryland - 
17 U

.S
. 316

（1819

））
に
関
し
て
、
既
に
紹
介
し
た
と
お
り
で

あ
る
（
10
）

。
そ
れ
が
明
確
に
顕
在
化
し
た
の
が
、
こ
の
ポ
ロ
ッ
ク
事
件

（P
ollock v. F

arm
ers ’ L

oan &
 T
rust C

om
pany, 157 U

.S
. 

429

（1895

））
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景
│
関
税
と
所
得
税

合
衆
国
憲
法
に
よ
る
縛
り
か
ら
、
連
邦
政
府
の
財
政
は
、
基
本

的
に
は
関
税
収
入
に
依
拠
す
る
と
い
う
状
態
が
、
建
国
以
来
一
貫

し
て
続
い
て
い
た
。
ヒ
ル
ト
ン
事
件
で
問
題
に
な
っ
た
諸
税
は
、

そ
れ
を
補
完
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
所
得

税
は
、
そ
う
し
た
諸
税
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
当
時
は
、
直
接
税
と
は
人
頭
税
及
び
「
所
有
し
て
い
る
と

い
う
理
由
で
」
財
産
に
課
さ
れ
る
税
金
（
一
般
に
通
常
価
格
に
応

じ
た
資
産
税
）
の
み
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
所
得

税
は
、
直
接
税
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
直
接
税
に
該
当
し
な
け
れ
ば
、
税
金
は
（
直
接
税
の
よ
う

に
）
州
の
人
口
に
比
例
し
て
分
配
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。

た
。
こ
の
判
決
と
同
じ
年
に
出
さ
れ
た
ブ
ッ
カ
ー
・
ワ
シ
ン
ト
ン

（B
ooker T

aliaferro W
ashington

）
の
、
黒
人
社
会
の
白
人

社
会
か
ら
の
分
離
を
受
け
入
れ
る
と
し
た
ア
ト
ラ
ン
タ
の
和
解

（A
tlanta com

prom
ise

）
と
呼
ば
れ
る
声
明
も
寄
与
し
て
、
人

種
分
離
法
の
制
定
は
加
速
さ
れ
た
。
続
く
一
〇
年
間
に
人
種
分
離

法
は
増
殖
し
、
一
九
一
〇
年
代
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
時
代
に

は
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．で
ま
で
制
定
さ
れ
た
。
プ
レ
ッ
シ
ー
判
決

は
黒
人
に
本
当
に
平
等
な
施
設
や
資
産
を
与
え
る
こ
と
を
求
め
て

い
た
。
し
か
し
、
南
部
諸
州
の
政
府
は
、
こ
の
判
決
後
の
長
い
間
、

そ
れ
を
拒
否
し
た
。
こ
れ
ら
の
州
は
人
種
を
分
離
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
現
実
的
に
、
品
質
の
違
い
を
確
実
な
も
の
と
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

五　

ポ
ロ
ッ
ク
対
農
民
貸
付
信
託
会
社
事
件

こ
の
事
件
で
は
第
一
四
修
正
は
争
点
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
憲

法
改
正
に
繋
が
っ
た
き
わ
め
て
重
大
な
判
決
で
あ
り
、
ま
た
、
第

一
四
修
正
に
関
わ
る
一
連
の
判
例
と
同
様
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
、

社
会
の
変
化
に
対
す
る
逆
行
性
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
で
、
本

稿
で
紹
介
す
る
。

一
八
二



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
五
七
）

定
さ
れ
た
（
13
）

。
同
法
は
年
収
六
〇
〇
ド
ル
以
上
の
収
入
に
対
し
て

三
％
、
一
万
ド
ル
以
上
の
者
に
対
し
て
は
五
％
と
い
う
、
簡
易
な

も
の
な
が
ら
累
進
課
税
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
関
税
法
も

一
八
六
二
年
七
月
一
日
に
改
正
さ
れ
、
関
税
率
が
さ
ら
に
一
〇
％

引
き
上
げ
ら
れ
た
（M

orrill T
ariff  of 1862

）。

歳
入
法
は
一
八
六
四
年
に
さ
ら
に
改
正
さ
れ
た
（Internal 

R
evenue A

ct of 1864

）。
同
法
一
一
六
条
は
、
米
国
内
ま
た
は

海
外
に
居
住
す
る
す
べ
て
の
米
国
市
民
の
「
利
潤
、
収
益
ま
た
は

所
得
（the gains, profi ts, and incom

e

）」
に
対
し
、
そ
れ
が

資
産
、
賃
料
、
利
子
、
配
当
も
し
く
は
給
与
（property, rents, 

interest, dividends, or salaries

）
の
別
な
く
、
ま
た
は
ど
の

よ
う
な
職
業
、
貿
易
、
雇
用
、
ま
た
は
商
売
（profession, 

trade, em
ploym

ent, or vocation

）
の
別
な
く
、
そ
れ
が
遂
行

さ
れ
た
の
が
米
国
の
内
外
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
ま
た
他
の
い
か

な
る
源
泉
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
課
税
対
象
と
し
た
。
税
率
は
年

収
六
〇
〇
ド
ル
以
上
の
者
は
五
％
、
五
、〇
〇
〇
ド
ル
以
上
の
者

は
七
・
五
％
、
そ
し
て
一
万
ド
ル
以
上
の
者
は
一
〇
％
と
、

一
八
六
一
年
法
に
比
べ
一
段
と
引
き
上
げ
ら
れ
、
か
つ
累
進
制
が

強
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
所
得
税
率
の
引
き
上
げ
に
加
え
て
、
同
法

は
マ
ッ
チ
や
写
真
な
ど
に
印
紙
税
を
新
設
し
た
。
こ
の
法
律
は
、

所
得
税
が
連
邦
レ
ベ
ル
で
始
め
て
導
入
さ
れ
た
の
は
、
南
北
戦

争
の
戦
費
を
賄
う
た
め
に
、
一
八
六
一
年
八
月
に
制
定
さ
れ
た
歳

入
法
（R

evenue A
ct of 1861 （11

）
）
が
嚆
矢
で
あ
る
。
そ
れ
は
年

収
八
〇
〇
ド
ル
以
上
の
収
入
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
一
律
に
三
％

の
課
税
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。

同
じ
一
八
六
一
年
の
三
月
、
モ
リ
ル
（Justin S

m
ith M

orrill

）

下
院
議
員
が
提
案
し
た
モ
リ
ル
関
税
法
（M

orrill T
ariff  of 

1861

）
が
制
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
当
初
の
立
法
意
図
は
歳
入
の

確
保
で
は
な
く
、
鉄
及
び
羊
毛
の
関
税
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ

り
国
内
産
業
の
保
護
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

保
護
立
法
は
、
そ
れ
よ
り
前
で
あ
れ
ば
、
自
由
貿
易
に
よ
り
恩
恵

を
受
け
て
い
た
南
部
諸
州
の
反
対
に
よ
り
制
定
不
可
能
な
性
格
の

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
南
北
い
ず
れ
に
つ
く
か
、
そ
の
動
向

が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
を
は
じ
め
と
す

る
西
部
諸
州
を
、
北
部
側
に
つ
な
ぎ
止
め
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
南
北
戦
争
が
開
始
さ
れ
る
と
、
歳
入
確

保
の
上
で
重
要
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
（
12
）

。

一
八
六
一
年
歳
入
法
の
限
度
で
は
南
北
戦
争
に
よ
り
急
激
に
増

大
し
た
歳
出
を
賄
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
翌
年
七
月
一

日
に
は
一
八
六
二
年
歳
入
法
（R

evenue A
ct of 1862

）
が
制

一
八
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
五
八
）

の
海
外
進
出
に
反
対
し
、
金
本
位
制
を
支
持
し
、
金
銀
複
本
位
制

に
反
対
し
た
。
公
務
員
制
度
改
革
と
ボ
ス
支
配
の
打
倒
を
叫
ん
だ
。

そ
こ
で
彼
ら
は
当
然
に
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
関
税
法
を
改
正
し
、
鉄
鉱

石
、
石
炭
、
木
材
、
及
び
羊
毛
に
関
す
る
関
税
率
を
ゼ
ロ
に
下
げ

る
こ
と
を
選
挙
公
約
に
掲
げ
て
戦
っ
た
の
で
あ
る
。

バ
ー
ボ
ン
派
は
、
一
八
七
六
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
テ
ィ
ル

デ
ン
（S

am
uel J. T

ilden

）
を
擁
立
し
て
戦
っ
た
が
、
大
統
領

と
な
っ
た
ヘ
イ
ズ
（R

utherford B
. H
ayes

）
に
惜
し
く
も
僅

差
で
敗
れ
た
（
16
）

。
一
八
八
〇
年
の
選
挙
で
も
民
主
党
の
ハ
ン
コ
ッ
ク

（W
infi eld S

cott H
ancock

）
は
、
ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
（Jam

es 
G
arfi eld

）
に
敗
れ
た
（
17
）

。
し
か
し
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド

（S
tephen G

rover C
leveland

）
を
擁
す
る
こ
と
で
、
バ
ー
ボ

ン
派
は
、
よ
う
や
く
二
二
代
大
統
領
（
一
八
八
四
年
〜
一
八
八
八

年
）
の
座
を
獲
得
す
る
（
18
）

。

だ
が
、
次
の
二
三
代
大
統
領
に
は
、
保
護
派
で
あ
る
ハ
リ
ソ
ン

（B
enjam

in H
arrison

）
が
就
き
（
19
）

、
一
八
九
〇
年
に
シ
ャ
ー
マ
ン

反
ト
ラ
ス
ト
法
（S

herm
an A

ntitrust A
ct

）
を
成
立
さ
せ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
最
初
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
、
つ
ま
り
わ
が
国
で
い

う
と
こ
ろ
の
独
占
禁
止
法
で
あ
り
、
今
日
に
お
い
て
も
米
国
に
お

け
る
そ
の
中
心
的
な
地
位
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く

主
と
し
て
戦
争
時
の
状
況
に
対
す
る
緊
急
措
置
法
だ
っ
た
の
で
、

一
八
七
三
年
に
期
限
が
切
れ
た
。

関
税
法
に
関
し
て
は
、
一
八
八
三
年
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
戦

時
の
高
率
関
税
率
の
引
き
下
げ
が
行
わ
れ
た
（M

ongrel T
ariff  

A
ct

）。
し
か
し
、
議
会
の
保
護
主
義
者
は
譲
歩
せ
ず
、
関
税
の

中
に
は
逆
に
上
げ
ら
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
り
し
て
、
同
法
は
か
な

り
複
雑
か
つ
不
明
確
な
も
の
と
な
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
は
三
五
〜

四
〇
％
の
高
率
に
留
ま
り
、
平
均
し
て
一
・
四
七
％
下
げ
ら
れ
た

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

一
八
九
〇
年
に
、
保
護
主
義
論
者
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
（W

illiam
 

M
cK
inley

）
下
院
議
員
が
主
導
権
を
握
っ
て
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
関

税
法
が
制
定
さ
れ
、
輸
入
関
税
率
は
平
均
四
九
・
五
％
に
ま
で
大

幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
（T
ariff  A

ct of 1890
＝M

cK
inley 

T
ariff （14

）
）。

こ
れ
に
反
対
し
た
の
が
民
主
党
バ
ー
ボ
ン
派
（B

ourbon 
D
em
ocrat

）
で
あ
る
（
15
）

。
バ
ー
ボ
ン
派
は
企
業
利
益
を
代
表
す
る

集
団
で
、
共
和
党
が
主
張
す
る
保
護
主
義
、
す
な
わ
ち
企
業
や
農

民
に
対
し
て
補
助
金
を
出
し
た
り
、
競
争
か
ら
保
護
し
た
り
す
る

こ
と
に
は
反
対
し
、
自
由
放
任
（laissez-faire

）
型
の
資
本
主

義
を
推
進
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
ま
た
、
帝
国
主
義
及
び
米
国

一
八
四



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
五
九
）

税
と
い
え
る
。
こ
の
結
果
、
関
税
法
（T

ariff  A
ct

）
と
い
う
名

の
法
律
で
、
米
国
史
上
最
初
の
、
平
時
に
お
け
る
所
得
税
が
定
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

同
法
に
基
づ
き
、
農
民
貸
付
信
託
会
社
（F

arm
ers ’ L

oan &
 

T
rust C

om
pany

）
は
、
そ
の
株
主
に
対
し
て
課
税
が
あ
る
こ
と

を
通
告
し
た
。
そ
こ
で
同
社
の
株
主
で
あ
っ
た
ポ
ロ
ッ
ク

（C
harles P

ollock

）
が
、
こ
の
税
は
直
接
税
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
違
憲
で
あ
る
と
訴
え
た
。
下
級
審
で
は
敗
訴
し
た
の
で
、

ポ
ロ
ッ
ク
は
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

（
二
）　

判
決
の
内
容

こ
の
事
件
で
は
、
最
高
裁
判
所
判
事
の
見
解
は
激
し
く
分
か
れ

た
。
多
数
意
見
は
、
フ
ラ
ー
長
官
の
他
フ
ィ
ー
ル
ド
（S

tephen 
J. F
ield

）、
グ
レ
イ
（H

orace G
ray

）、
ブ
リ
ュ
ワ
（D

avid J. 
B
rew
er

）、
シ
ラ
ス
（G

eorge S
hiras, Jr.

）
の
五
名
で
構
成

さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ホ
ワ
イ
ト
（E

dw
ard D

. W
hite

）、

ハ
ー
ラ
ン
（John M

. H
arlan

）、
ブ
ラ
ウ
ン
（H

enry B
. 

B
row
n

）、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
（H

ow
ell E

. Jackson

）
の
四
名
が
反

対
に
回
る
と
い
う
き
わ
ど
い
評
決
で
あ
っ
た
。

判
決
は
、
一
八
九
五
年
四
月
八
日
に
多
数
意
見
を
代
表
し
て
フ

ラ
ー
長
官
自
身
が
申
し
渡
し
た
。

は
次
節
で
説
明
す
る
。

ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
は
、
し
か
し
、
ハ
リ
ソ
ン
の
失
政
を
突
い
て
、

次
の
二
四
代
大
統
領
（
一
八
九
二
年
〜
一
八
九
六
年
）
に
見
事
返

り
咲
い
た
（
20
）

。
つ
ま
り
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
は
連
続
し
な
い
二
期
を

務
め
た
、
米
国
史
上
唯
一
の
大
統
領
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
よ
う
や
く
バ
ー
ボ
ン
派
は
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
関
税
法
を

改
正
で
き
る
体
制
を
握
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
改
正
法
は
一
般

に
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン·

ゴ
ー
マ
ン
関
税
法
（the W
ilson-G

orm
an 

T
ariff  A

ct of 1894

）
の
名
で
知
ら
れ
る
（
21
）

。
ウ
ェ
ス
ト
バ
ー
ジ

ニ
ア
州
選
出
の
下
院
議
員
で
あ
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（W

illiam
 L
. 

W
ilson

）
と
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
選
出
の
上
院
議
員
で
あ
る
ゴ
ー

マ
ン
（A

rthur P
. G
orm
an

）
と
い
う
二
人
の
民
主
党
員
の
主

導
に
よ
り
成
立
し
た
法
律
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
法
の
最
大
の
特
徴

は
、
関
税
率
の
大
幅
低
減
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
関
税
の
減

税
よ
り
不
足
す
る
歳
入
の
不
足
を
、
所
得
税
を
導
入
す
る
こ
と
で

補
完
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
点
に
あ
る
。
五
年
間
を
限
っ
て
年
収

四
、〇
〇
〇
ド
ル
以
上
の
者
に
対
し
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
収
入

（gains, profi ts and incom
es

）
に
対
し
て
二
％
の
課
税
を
行
う

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
課
税
対
象
は
全
所
帯
の
五
％

未
満
に
と
ど
ま
っ
た
か
ら
、
富
裕
者
だ
け
に
狙
い
を
絞
っ
た
所
得

一
八
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
六
〇
）

び
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
反
対
意
見
が
書
か
れ
て
い
る
こ

と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
統
一
的
な
も
の
で
は
無
く
、
分
裂
し
た

主
張
で
あ
る
。

そ
の
代
表
と
し
て
ハ
ー
ラ
ン
の
主
張
を
紹
介
し
よ
う
。

「
こ
の
法
廷
が
現
在
宣
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
連
邦
議
会

は
個
人
の
資
産
、
あ
る
い
は
不
動
産
の
賃
貸
か
ら
、
ま
た
は

投
資
し
た
個
人
資
産
、
債
権
、
株
式
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
投
資
の
よ
う
な
個
人
資
産
か
ら
上
が
る
収
入
に
つ
い
て
、

州
の
人
口
に
応
じ
て
徴
収
さ
れ
た
総
額
を
配
分
す
る
場
合
を

除
き
、
関
税
あ
る
い
は
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
宣

告
す
る
と
き
、
両
院
の
三
分
の
二
と
州
の
四
分
の
三
が
同
意

す
る
と
い
う
憲
法
の
修
正
無
く
し
て
、
そ
の
よ
う
な
資
産
や

収
入
は
連
邦
政
府
の
支
援
に
貢
献
で
き
る
よ
う
に
は
な
ら
な

い
と
事
実
上
決
め
て
い
る
。」

つ
ま
り
、
こ
れ
は
憲
法
解
釈
論
と
い
う
よ
り
、
こ
の
判
決
の
影

響
か
ら
の
議
論
で
あ
る
。

（
三
）　

第
一
六
修
正

こ
の
ポ
ロ
ッ
ク
判
決
の
結
果
、
資
産
由
来
の
収
入
に
対
し
て
は
、

課
税
が
不
可
能
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
労
働
者
の
収
入
な
ど

資
産
に
よ
ら
な
い
収
入
に
対
し
て
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
判
決
の
限
り
で

フ
ラ
ー
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
マ
カ
ラ
ッ
ク
事
件
判
決
の
引
用
を

皮
切
り
に
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
マ
デ
ィ
ス
ン
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
な
ど
の

見
解
を
幅
広
く
引
用
し
、
最
後
に
結
論
と
し
て
、
次
の
様
に
述
べ

る
。

「
第
一
に
、
我
々
は
既
に
公
表
さ
れ
て
い
る
判
例
に
従
う
。

即
ち
、
不
動
産
に
対
す
る
課
税
は
、
議
論
の
余
地
無
く
直
接

税
で
あ
る
。
同
様
に
、
不
動
産
の
賃
貸
料
や
不
動
産
か
ら
の

収
入
も
直
接
税
で
あ
る
。

第
二
に
、
我
々
は
個
人
資
産
に
対
す
る
課
税
、
ま
た
は
個

人
資
産
か
ら
の
収
入
に
対
す
る
課
税
は
、
同
様
に
直
接
税
で

あ
る
と
い
う
意
見
で
あ
る
。

第
三
に
、
一
八
九
四
年
法
の
、
第
二
七
節
〜
三
七
節
に

よ
っ
て
課
さ
れ
た
税
は
、
不
動
産
収
入
及
び
個
人
資
産
収
入

に
対
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
憲
法
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
の
直
接
税
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
違
憲
で
あ
り
無
効

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
代
表
の
割
合
に
応
じ
て
課
税

さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
税
は
、
一
つ
の
課
税
ス

キ
ー
ム
を
構
成
し
て
い
る
が
故
に
、
必
然
的
に
無
効
な
の
で

あ
る
。」

こ
れ
に
対
し
、
反
対
意
見
の
方
は
、
ホ
ワ
イ
ト
、
ハ
ー
ラ
ン
及

一
八
六



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
六
一
）

一
九
〇
〇
年
大
統
領
選
挙
は
、
一
八
九
六
年
の
再
現
と
な
り
、

共
和
党
の
現
職
大
統
領
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
と
民
主
党
の
ブ
ラ
イ
ア
ン

と
の
間
で
争
わ
れ
た
が
、
米
西
戦
争
（
24
）

に
勝
利
し
て
間
も
な
い
こ
と

が
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
に
有
利
に
働
き
、
圧
倒
的
勝
利
を
得
た
。

一
九
〇
四
年
大
統
領
選
挙
は
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
の
暗
殺
の
後
を
受
け

て
副
大
統
領
か
ら
昇
格
し
た
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
ブ
ラ
イ
ア
ン
を
圧

倒
し
て
容
易
に
当
選
し
、
任
期
途
中
で
大
統
領
職
を
継
い
だ
者
と

し
て
次
期
に
も
選
ば
れ
た
最
初
の
例
と
な
っ
た
（
25
）

。
一
九
〇
八
年
大

統
領
選
挙
で
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
か
ら
禅
譲
さ
れ
た
タ
フ
ト

（W
illiam

 H
ow
ard T

aft

）
が
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
を
圧
倒
し
た
。

こ
の
よ
う
に
共
和
党
政
権
が
続
く
状
況
下
で
、
強
力
な
保
護
主

義
に
よ
り
富
裕
者
層
は
さ
ら
に
経
済
力
を
強
め
、
社
会
不
安
が
高

ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
に
率
い
ら

れ
た
民
主
党
は
、
一
九
〇
八
年
の
党
綱
領
で
所
得
税
の
導
入
を
提

案
し
た
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
共
和
党
の
タ
フ
ト
第
二
七
代
大
統

領
は
一
九
〇
九
年
六
月
一
六
日
の
議
会
に
向
け
た
演
説
で
、
個
人

に
対
す
る
連
邦
所
得
税
を
認
め
、「
法
人
と
し
て
事
業
を
行
う
特

権
や
、
株
式
を
所
有
す
る
者
が
享
受
す
る
一
般
の
有
限
責
任
か
ら

自
由
で
あ
る
こ
と
の
特
権
」
に
課
税
す
る
こ
と
を
認
め
る
憲
法
修

正
を
提
案
し
た
。
次
の
様
な
条
文
で
あ
る
。

は
、
人
口
比
例
で
の
配
分
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
課
税
が
可
能

だ
っ
た
。
し
か
し
、
資
産
家
を
無
税
で
放
置
し
て
お
い
て
、
労
働

者
な
ど
、
貧
し
い
も
の
に
対
し
て
だ
け
、
資
産
に
よ
ら
な
い
収
入

と
し
て
課
税
す
る
こ
と
は
、
産
業
革
命
後
、
労
働
者
階
級
の
力
が

強
く
な
っ
て
い
る
社
会
に
お
い
て
は
現
実
的
な
も
の
と
は
い
え
な

か
っ
た
。
全
人
種
の
成
人
男
子
へ
の
選
挙
権
付
与
が
連
邦
憲
法
第

一
五
修
正
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
る
状
態
下
で
、
そ
ん
な
立
法
を

行
う
事
は
、
好
ん
で
選
挙
に
落
選
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
。

一
八
九
六
年
の
大
統
領
選
挙
は
ア
メ
リ
カ
史
で
最
も
劇
的
な
選

挙
戦
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
。
民
主
党
内
で
一
八
九
三
年
の
恐
慌
に

続
く
経
済
不
況
か
ら
バ
ー
ボ
ン
派
は
力
を
失
い
、
代
わ
っ
て
貧
困

に
苦
し
む
一
般
大
衆
の
支
持
を
集
め
た
ブ
ラ
イ
ア
ン
（W

illiam
 

Jennings B
ryan

）
が
民
主
党
だ
け
で
な
く
、
人
民
党
（
22
）

お
よ
び
銀

共
和
党
（
23
）

の
候
補
者
と
な
り
、
南
部
、
中
西
部
及
び
ロ
ッ
キ
ー
山
脈

の
諸
州
で
は
最
強
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
資
金
力
で
圧
倒
し

た
共
和
党
の
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
は
七
一
一
万
二
、
一
三
八
票

（
五
一
・
〇
％
）、
選
挙
人
数
二
七
一
で
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
の
六
五
一

万
八
〇
七
票
（
四
六
・
七
％
）、
選
挙
人
数
一
七
六
を
圧
倒
し
て
勝

利
し
た
。

一
八
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
六
二
）

四
〇
％
か
ら
二
五
％
に
低
減
し
た
。
所
得
税
に
関
し
て
は
、
同
法

は
か
な
り
明
確
な
累
進
課
税
を
採
用
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
個

人
所
得
税
に
は
基
本
税
率
（N

orm
al R
ate

）
と
追
加
税
率

（A
dditional R

ate

）
が
あ
り
、
基
本
税
率
は
一
律
に
一
％
で
あ

る
が
、
追
加
税
率
は
、
二
万
ド
ル
以
上
の
者
は
一
％
（
し
た
が
っ

て
合
計
二
％
）、
五
万
ド
ル
以
上
は
二
％
（
同
三
％
）、
七
万

五
、〇
〇
〇
ド
ル
以
上
は
三
％
（
同
四
％
）、
一
〇
万
ド
ル
以
上
は

四
％
（
同
五
％
）、
二
五
万
ド
ル
以
上
は
五
％
（
同
六
％
）、
そ
し

て
五
〇
万
ド
ル
以
上
は
六
％
（
同
七
％
）
と
な
っ
て
い
た
。
な
お
、

人
的
控
除
が
夫
婦
で
四
、〇
〇
〇
ド
ル
、
独
身
者
で
三
、〇
〇
〇
ド

ル
認
め
ら
れ
た
。
事
業
費
用･

支
払
利
子･

納
税
額･

災
害
損
失

等
の
控
除
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
個
人
の
受
け
取
り
配
当
が
普
通
税

一
％
の
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
除
外
さ
れ
、
法
人
所
得
税
と
の
二
重
課

税
が
調
整
さ
れ
て
い
た
。

法
人
所
得
税
と
い
う
も
の
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
は
一
律
に
一
％

と
さ
れ
た
。
経
常
経
費
・
減
価
償
却
費
・
支
払
利
子
・
租
税
に
関

す
る
控
除
が
認
め
ら
れ
た
（
27
）

。

こ
の
よ
う
に
、
一
部
の
富
裕
者
層
へ
の
課
税
と
い
う
意
図
か
ら

導
入
さ
れ
た
所
得
税
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
七
年
に
ア
メ
リ
カ
が

第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
急
激
な
財
政

「
連
邦
議
会
は
、
各
州
に
比
例
配
分
す
る
こ
と
な
く
、
お

よ
び
人
口
調
査
ま
た
は
算
定
に
よ
る
こ
と
な
く
、
い
か
な
る

源
泉
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
所
得
に
対
し
て
税
を

賦
課
し
徴
収
す
る
権
限
を
有
す
る
。」

こ
う
し
て
、
共
和
、
民
主
両
党
が
憲
法
修
正
に
賛
成
し
た
結
果
、

第
一
六
修
正
は
日
の
目
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
各
州
の
批
准

は
決
し
て
順
調
で
は
な
く
、
そ
の
年
の
う
ち
に
批
准
し
た
の
は
ア

ラ
バ
マ
州
の
み
だ
っ
た
。
翌
一
九
一
〇
年
に
な
る
と
、
ケ
ン
タ
ッ

キ
ー
州
等
八
州
が
批
准
し
た
。
一
九
一
一
年
に
な
る
と
オ
ハ
イ
オ

州
を
皮
切
り
に
計
二
〇
州
が
批
准
し
た
。
一
九
一
二
年
に
は
批
准

は
ア
リ
ゾ
ナ
州
等
三
州
に
留
ま
り
停
滞
し
た
が
、
こ
の
年
行
わ
れ

た
大
統
領
選
挙
で
は
、
三
人
の
有
力
候
補
者
の
い
ず
れ
も
所
得
税

の
導
入
を
提
唱
し
て
お
り
、
批
准
の
方
向
性
は
揺
る
が
な
か
っ
た
（
26
）

。

そ
し
て
、
一
九
一
三
年
二
月
三
日
の
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
の
批
准

に
よ
り
、
よ
う
や
く
修
正
を
成
立
さ
せ
る
の
に
必
要
な
四
分
の
三

の
州
の
批
准
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
た
一
九
一
三
年

歳
入
法
（R
evenue A

ct of 1913

）、
別
名
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
関

税
法
（U
nderw

ood T
ariff  A

ct

）
が
直
ち
に
議
会
を
通
過
し
た
。

同
法
は
所
得
税
を
再
び
導
入
す
る
と
共
に
、
基
本
関
税
率
を

一
八
八



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
六
三
）

げ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
米
国
の
政
治
は
腐
敗
し
、
国
家

の
庇
護
を
受
け
た
資
本
家
は
急
速
に
富
を
蓄
え
、
鉄
鋼
王
カ
ー
ネ

ギ
ー
（A

ndrew
 C
arnegie

）、
石
油
王
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
（John 
D
. R
ockefeller

）、
金
融
王
モ
ル
ガ
ン
（John P

ierpont 
M
organ

）
な
ど
名
立
た
る
富
豪
が
輩
出
し
た
が
、
下
層
の
人
々

は
貧
困
に
喘
い
で
い
た
。
そ
の
原
因
は
、
大
企
業
が
中
小
企
業
を

圧
迫
・
吸
収
し
て
経
済
力
の
集
中
を
引
き
起
こ
し
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
シ
ャ
ー
マ
ン
法
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
シ
ャ
ー
マ
ン
法
成
立
当
時
の
理
論
的
基
礎
は
、
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
経
済
学
の
現
実
へ
の
適
用
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
完
全
な

競
争
が
成
立
し
て
い
る
社
会
に
お
い
て
は
神
（
あ
る
い
は
市
場

の
）
の
「
見
え
ざ
る
手
（invisible hand

）」
に
導
か
れ
て
、
自

ず
と
最
適
状
態
が
実
現
す
る
。
し
か
し
、「
市
場
の
失
敗

（m
arket failure

）」
が
発
生
す
る
と
、
完
全
競
争
は
阻
害
さ
れ
、

市
場
が
麻
痺
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
政
府
が
介
入
し
て
、

そ
の
市
場
の
失
敗
を
補
完
し
、
自
由
競
争
状
態
を
復
元
さ
せ
る
必

要
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

シ
ャ
ー
マ
ン
議
員
が
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
提
案
し
た
当
時
に
お
い

て
は
、
ト
ラ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
多
く
の
業
界
に
お
い
て
、
競
争
関

係
に
あ
る
多
く
の
会
社
が
、
互
い
に
株
式
を
信
託
（trust

）
す

膨
張
を
賄
う
た
め
、
急
速
に
大
衆
課
税
手
段
へ
と
転
化
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
ポ
ロ
ッ
ク
判
決
は
、
憲
法
修
正
と
い
う
手
段
に

よ
っ
て
無
効
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

六　

合
衆
国
対
Ｅ
．Ｃ
．ナ
イ
ト
会
社
事
件

こ
の
事
件
（U

nited S
tates v. E

.C
. K
night C

o., 156 U
.S
. 

1

（1895

））
は
、
別
名
「
砂
糖
ト
ラ
ス
ト
事
件
（S
ugar T

rust 
C
ase

）」
と
い
う
別
名
で
知
ら
れ
る
。
こ
の
事
件
で
も
第
一
四
修

正
は
直
接
に
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
裁
判
所
の
逆
行
性
が

端
的
に
表
れ
て
い
る
の
で
紹
介
す
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、

シ
ャ
ー
マ
ン
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
関
し
て
、
合
衆
国
政
府
の
独
占
禁

止
活
動
を
否
定
し
た
事
件
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

一
八
九
〇
年
に
米
国
議
会
は
シ
ャ
ー
マ
ン
法
（S

herm
an act

）

を
可
決
成
立
さ
せ
た
（
28
）

。
こ
の
時
期
は
金
ぴ
か
時
代
（G

ilded 
A
ge

）
と
い
わ
れ
る
（
29
）

。
一
八
六
五
年
の
南
北
戦
争
終
結
か
ら

一
八
七
三
年
に
始
ま
っ
た
大
不
況
中
の
一
八
九
三
年
の
恐
慌
ま
で

の
二
八
年
間
を
指
す
。
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
が
急
速
に
発
展
を
と

一
八
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
六
四
）

を
是
認
し
た
の
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　

判
決
の
内
容

一
八
九
五
年
一
月
二
一
日
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
八
対
一
の

大
差
を
以
て
、
上
告
を
退
け
た
。
フ
ラ
ー
長
官
自
身
が
判
決
を
言

い
渡
し
た
。
こ
の
事
件
で
も
反
対
意
見
を
述
べ
た
の
は
ハ
ー
ラ
ン

で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ー
は
、
本
件
契
約
に
よ
り
、
生
活
の
必
要
に
関
わ
る
品
の

製
造
に
関
し
て
独
占
が
発
生
し
た
こ
と
は
認
め
た
。
し
か
し
、
そ

れ
を
シ
ャ
ー
マ
ン
法
の
規
定
に
よ
り
抑
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
判
決
し
た
。
製
造
業
、
す
な
わ
ち
こ
の
事
件
の
場
合
で
あ
れ
ば

砂
糖
の
精
製
は
、
地
域
的
活
動
で
あ
っ
て
、
連
邦
議
会
が
取
り
締

ま
る
こ
と
の
で
き
る
州
際
通
商
に
は
該
当
し
な
い
と
し
た
の
で
あ

る
。
フ
ラ
ー
は
い
う
。

「
砂
糖
精
製
事
業
を
制
御
す
る
権
力
は
、
合
衆
国
人
口
の

大
半
に
と
り
、
州
際
取
引
は
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
生

活
を
楽
し
く
す
る
上
で
必
要
な
も
の
に
対
す
る
独
占
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
政
府
は
、
通
商
を
規
制
す
る
権
力
の
行
使
と

し
て
、
直
接
に
そ
の
よ
う
な
独
占
を
抑
制
し
、
そ
れ
を
生
産

し
て
い
る
器
具
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
ず
る
。
し

か
し
、
こ
の
議
論
は
、
単
に
生
活
必
需
品
に
限
定
す
る
こ
と

る
こ
と
に
よ
り
、
事
実
上
企
業
を
結
合
さ
せ
、
競
争
の
制
限
を
図

る
弊
害
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
様
な
信
託

行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
由
競
争
を
回
復
さ
せ
よ
う
と

す
る
試
み
が
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
な
の
で
あ
る
。

シ
ャ
ー
マ
ン
法
第
一
条
は
、「
取
引
を
制
限
す
る
全
て
の
契
約
、

結
合
、
共
謀
」
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
禁
じ
ら
れ
る
の
は
、
正

式
な
契
約
書
や
覚
書
の
よ
う
に
書
面
に
よ
り
取
り
交
わ
さ
れ
る
合

意
だ
け
で
は
な
く
、
口
頭
の
合
意
や
、
黙
示
の
合
意
（
紳
士
協

定
）
等
も
問
題
と
な
る
。
第
一
条
の
文
言
上
、
禁
止
の
対
象
は
非

常
に
広
範
な
も
の
の
よ
う
に
読
め
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
範
囲
な
の

か
が
問
題
に
な
っ
た
の
が
こ
の
事
件
で
あ
る
。

事
件
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
に
本
拠
地
を
置
く
砂
糖
精
製

会
社
ア
メ
リ
カ
砂
糖
精
製
会
社
（A

m
erican S

ugar R
efi ning 

C
om
pany

）
が
、
一
八
九
二
年
に
、
競
争
関
係
に
あ
る
ペ
ン
シ
ル

ヴ
ァ
ニ
ア
州
に
本
拠
地
を
置
く
Ｅ
．Ｃ
．ナ
イ
ト
社
等
四
社
（
30
）

の
株
式

を
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
全
米
の
市
場
の
九
八
％
ま
で
独
占

す
る
状
態
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
局
は
シ
ャ
ー
マ
ン
法
違
反
と

し
て
、
そ
の
株
式
譲
渡
の
差
し
止
め
を
求
め
て
訴
追
し
た
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
審
連
邦
裁
判
所
は
、
こ
の
事
実

は
州
際
通
商
に
該
当
し
な
い
と
し
て
起
訴
を
退
け
、
高
裁
も
こ
れ

一
九
〇



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
六
五
）

深
刻
か
つ
緊
急
に
見
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
ら
を
抑
制
す
る
取

組
み
の
中
で
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
よ
り
も
、
合
憲
性
の
疑
わ

し
い
便
法
に
頼
っ
て
そ
れ
を
抑
制
す
る
努
力
を
す
る
よ
り
も
、

そ
れ
を
我
慢
す
る
こ
と
の
方
が
増
し
で
あ
る
。」

（
三
）　

そ
の
後

こ
の
ナ
イ
ト
判
決
の
下
で
は
、
独
占
的
生
産
に
対
す
る
い
か
な

る
行
動
も
個
々
の
州
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
場

合
、
州
を
ま
た
が
る
と
認
め
ら
れ
る
独
占
に
対
す
る
規
制
は
、
そ

の
州
内
に
関
し
て
だ
け
で
も
き
わ
め
て
困
難
に
な
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
先
に
マ
ン
対
イ
リ
ノ
イ
州
事
件
で
紹
介
し
た
休
眠

通
商
条
項
（D

orm
ant C

om
m
erce C

lause

）
と
呼
ば
れ
る
判
例

理
論
が
こ
こ
で
も
問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

幸
い
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
一
九
三
〇
年
代
終
わ
り
に
な
る
と
、

明
示
的
に
こ
の
判
例
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
判

例
の
適
用
範
囲
を
極
め
て
狭
く
解
釈
す
る
よ
う
に
な
り
、
実
質
的

に
は
、
こ
の
判
例
を
覆
し
、
連
邦
政
府
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
基
づ

く
活
動
を
幅
広
く
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

は
で
き
ず
、
一
般
的
な
消
費
の
す
べ
て
の
品
を
含
め
る
必
要

が
あ
る
。
所
与
の
も
の
の
製
造
を
制
御
す
る
力
は
あ
る
意
味
、

そ
れ
に
対
す
る
処
分
を
制
御
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
二
次

的
な
こ
と
で
あ
り
、
一
次
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
力
の

行
使
は
通
商
を
管
理
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
を
制
御
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
効
果
は
単
に
偶

発
的
、
間
接
的
な
も
の
で
あ
る
。
通
商
は
製
造
に
つ
な
が
る

が
、
そ
れ
の
一
部
で
は
な
い
。
通
商
を
規
制
す
る
力
は
通
商

を
統
制
す
る
べ
き
規
則
を
制
定
す
る
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
独

占
を
抑
制
す
る
力
か
ら
は
独
立
し
た
力
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
独
占
が
通
商
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
規
則
の
範
囲
内

に
入
れ
ば
、
あ
る
い
は
契
約
が
通
商
の
独
占
そ
れ
自
体
で
あ

れ
ば
、
い
つ
で
も
独
占
を
抑
圧
す
る
よ
う
に
作
動
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

通
商
権
力
と
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
独
立
性
及
び
そ
の
間
の

境
界
確
定
は
重
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
時
に
は
困
惑
す
る

と
し
て
も
、
連
邦
の
強
力
な
絆
を
維
持
し
つ
つ
も
、
他
方
、

我
々
の
政
府
の
二
重
構
造
に
よ
っ
て
州
の
自
律
性
の
保
全
す

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
事
を
常
に
認
識
し
、
監
視
す
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
し
て
弊
害
を
認
識
し
た
場
合
、
そ
れ
が
い
か
に

一
九
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
六
六
）

し
か
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
最
高
裁
判
所
上
訴
部
（A

ppellate 
D
ivision of the N

ew
 Y
ork S

uprem
e C
ourt

）
は
、
三
対
二

の
僅
差
で
あ
っ
た
が
、
有
罪
判
決
を
支
持
し
た
。
そ
こ
で
、
連
邦

最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
ナ
ー
の
上
告
理
由
は
、
パ
ン
屋
法
が
合
衆
国
憲
法
第

一
四
修
正
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
ド
レ
ッ
ド
・

ス
コ
ッ
ト
対
サ
ン
ド
フ
ォ
ー
ド
事
件
（
一
八
五
七
年
）
判
決
以
降

の
一
連
の
判
決
に
よ
り
、
第
五
修
正
及
び
第
一
四
修
正
に
定
め
ら

れ
て
い
る
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
、
い
ず
れ
も
単
に
手
続
き
的

保
証
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
無
く
、
実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
を

保
障
し
た
も
の
が
確
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
、「
契
約
の
自
由
」
は
、

実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
包
含
さ
れ
る
権
利
の
一
つ
で
あ
っ
た

と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

契
約
の
自
由
に
関
し
て
は
、
こ
の
事
件
に
先
行
し
て
、
ア
レ
ゲ

イ
ヤ
社
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
事
件
判
決
（A

llgeyer v. L
ouisiana, 

165 U
.S
. 578

（1897

））
と
い
う
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
が
存

在
し
て
い
る
。
次
の
様
な
事
件
で
あ
る
。

一
八
九
四
年
に
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
議
会
は
、「
法
を
遵
守
し
て
い

な
い
海
上
保
険
会
社
と
の
取
引
に
よ
り
個
人
、
法
人
や
企
業
を
防

ぐ
た
め
の
法
律
（A

n act to prevent persons, corporations 

七　

ロ
ッ
ク
ナ
ー
対
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
事
件

こ
の
事
件
（L

ochner vs. N
ew
 Y
ork, 198 U

.S
. 45

（1905

））

判
決
は
、
そ
の
後
三
〇
年
に
わ
た
る
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代

（L
ochner era

）
の
始
ま
り
を
告
げ
る
重
要
判
決
で
あ
る
。
こ
の

事
件
で
は
、
契
約
の
自
由
（liberty of contract

）
が
第
一
四

修
正
と
絡
ん
で
問
題
と
な
っ
た
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

一
八
九
五
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
議
会
は
、
パ
ン
屋
法

（B
akeshop A

ct

）
を
制
定
し
た
。
同
法
は
、
パ
ン
屋
に
お
け
る

衛
生
基
準
を
定
め
る
と
共
に
、
パ
ン
屋
で
働
く
者
の
労
働
時
間
を

一
日
一
〇
時
間
以
内
、
も
し
く
は
週
六
〇
時
間
以
内
に
制
限
し
た
。

一
八
九
九
年
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
パ
ン
店
（L

ochner ’s H
om
e 

B
akery

）
の
所
有
者
で
あ
る
ロ
ッ
ク
ナ
ー
（Joseph L

ochner

）

が
、
彼
の
雇
用
す
る
店
員
（an em

ployee

）
に
対
し
違
法
に
一

週
六
〇
時
間
以
上
の
労
働
を
強
い
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
、
罰
金

二
五
ド
ル
が
課
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
〇
一
年
に
は
二
度
目
の

違
反
が
あ
っ
た
と
し
て
、
州
地
方
裁
判
所
（C

ounty C
ourt

）
か

ら
五
〇
ド
ル
の
罰
金
を
科
せ
ら
れ
た
。

ロ
ッ
ク
ナ
ー
は
、
こ
の
二
度
目
の
処
罰
に
対
し
て
控
訴
し
た
。

一
九
二



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
六
七
）

「
第
一
四
修
正
に
記
さ
れ
て
い
る
『
自
由
』
は
、
投
獄
の

よ
う
な
物
理
的
な
拘
束
か
ら
自
由
に
な
る
市
民
の
権
利
だ
け

で
な
く
、
そ
の
能
力
の
す
べ
て
を
楽
し
む
権
利
、
す
な
わ
ち

そ
れ
ら
を
合
法
的
な
方
法
で
使
用
す
る
自
由
、
そ
の
望
む
と

こ
ろ
で
生
活
し
、
働
く
自
由
、
そ
の
生
計
を
任
意
の
合
法
的

な
手
段
で
維
持
す
る
自
由
、
職
業
や
趣
味
を
行
う
自
由
、
そ

し
て
そ
れ
ら
す
べ
て
の
目
的
の
為
に
契
約
を
行
う
自
由
は
市

民
の
権
利
を
包
含
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。」

問
題
は
、
こ
の
判
決
で
は
、
契
約
の
自
由
だ
け
が
述
べ
ら
れ
て

い
て
、
そ
の
限
界
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
不
明
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
で
は
、
こ
の
契
約
の
自
由
の
限
界

が
ま
さ
に
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　

判
決
の
内
容

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
五
対
四
の
僅
差
で
パ
ン
屋
の
労
働
時
間

を
制
限
す
る
立
法
は
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
実
行
と
は
言
え
ず
、
違

憲
で
あ
る
と
判
決
し
た
。
ペ
ッ
カ
ム
判
事
が
法
廷
意
見
を
執
筆
し

た
。ペ

ッ
カ
ム
は
、
第
一
四
修
正
は
個
人
の
「
業
務
に
関
わ
る
契
約

を
締
結
す
る
一
般
的
自
由
（general right to m

ake a contract 
in relation to his business

）」
を
保
障
し
て
い
る
と
論
じ
る
。

or fi rm
s from

 dealing w
ith m

arine insurance com
panies 

that have not com
plied w

ith law

）」
を
制
定
し
た
。
法
律
の

目
的
は
、
表
向
き
は
州
外
の
海
上
保
険
会
社
と
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ

り
州
の
市
民
や
企
業
が
詐
欺
に
遭
う
の
を
防
ぐ
こ
と
だ
っ
た
。
そ

の
結
果
、
州
外
の
海
上
保
険
会
社
は
州
内
に
正
規
の
代
理
店
を
持

つ
必
要
が
あ
っ
た
。

一
八
九
四
年
一
〇
月
、
ア
レ
ゲ
イ
ヤ
社
（E

. A
llgeyer &

 
C
o

）
は
、
綿
の
国
際
輸
送
に
保
険
を
付
す
る
目
的
で
、
ニ
ュ
ー

オ
ー
リ
ン
ズ
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
相
互

保
険
会
社
に
依
頼
を
郵
送
し
た
。
こ
れ
に
対
し
同
年
一
二
月
、
ル

イ
ジ
ア
ナ
州
は
、
そ
れ
を
上
記
法
律
に
違
反
し
た
と
し
て
ア
レ
ゲ

イ
ヤ
社
に
罰
金
三
、〇
〇
〇
ド
ル
を
科
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ア
レ
ゲ
イ
ヤ
社
は
同
法
を
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
と
し
て
裁
判

所
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
最
高
裁
判
所
は
訴
因
の

う
ち
二
つ
は
証
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
つ
だ
け
が
違
反
し
て
い
る

と
し
て
罰
金
を
一
、〇
〇
〇
ド
ル
に
減
額
し
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
全
会
一
致
で
ア
レ
ゲ
イ
ヤ
社
を
支
持
し

た
。
判
決
は
ペ
ッ
カ
ム
（R

ufus W
heeler P

eckham

）
判
事
が

執
筆
し
た
。
ペ
ッ
カ
ム
は
屠
殺
場
判
決
等
を
引
用
し
て
、
次
の
様

に
述
べ
た
。

一
九
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
六
八
）

に
対
し
て
は
、
一
般
的
理
解
に
依
れ
ば
、
パ
ン
屋
の
業
務
は
不
健

康
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
切
っ
て
捨
て
た
。
こ
れ
に

付
け
加
え
て
、
統
計
デ
ー
タ
に
依
れ
ば
、
パ
ン
を
焼
く
こ
と
は
、

他
の
一
般
的
な
専
門
職
に
比
べ
て
、
平
均
し
て
特
に
健
康
的
と
も

不
健
康
的
と
も
さ
れ
て
い
な
い
と
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
ペ
ッ
カ
ム
及
び
フ
ラ
ー
長
官
、
ブ
リ
ュ
ワ
、

ブ
ラ
ウ
ン
、
マ
ッ
ケ
ン
ナ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
は
「
被
用
者

の
健
康
に
対
し
、
何
ら
現
実
の
、
そ
し
て
本
質
的
規
制
で
は
な

い
」
と
し
て
、
同
法
を
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
実
行
と
し
て
は
無
効

で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
の
処
罰
も
ま
た
無
効

と
な
っ
た
。

（
三
）　

反
対
意
見

反
対
意
見
を
書
い
た
の
は
、
ハ
ー
ラ
ン
、
ホ
ワ
イ
ト

（E
dw
ard D

. W
hite

）、
デ
ィ
（W

illiam
 R
. D
ay

）、
そ
し
て

ホ
ー
ム
ズ
（O

liver W
. H
olm
es, Jr.

）
の
四
人
で
あ
る
。

1　

ハ
ー
ラ
ン
の
反
対
意
見

ハ
ー
ラ
ン
の
反
対
意
見
に
は
、
ホ
ワ
イ
ト
と
デ
ィ
が
賛
同
し
た
。

ハ
ー
ラ
ン
の
意
見
は
ペ
ッ
カ
ム
の
そ
れ
の
正
反
対
で
、
第
一
四

修
正
の
下
に
お
け
る
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
か
ら
導
か
れ
る
契
約

の
自
由
は
、
州
の
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
に
服
す
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、

確
か
に
権
利
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
無
い
が
、
州
の
「
何
か
漠
然

と
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
と
い
わ
れ
る
も
の
（som

ew
hat vaguely 

term
ed police pow

ers

）」
と
は
関
わ
り
が
無
い
と
す
る
。
す
な

わ
ち
、
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
は
一
定
の
限
界
に
服
す
る
の
だ
と
論
じ

る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
第
一
四
修
正
は
無
意
味
な
も
の
と
な
り
、

州
は
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
と
い
う
口
実
の
下
に
い
か
な
る
法
律
を
制

定
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ペ
ッ
カ
ム
は
、
立
法

が
「
公
正
で
、
合
理
的
で
、
州
の
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
適
切
な
実

行
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
…
不
公
正
で
、
不
合
理
で
個
人
の
権
利

に
対
す
る
一
方
的
な
干
渉
で
あ
る
か
」
を
決
定
す
る
の
は
裁
判
所

の
義
務
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
個
人
の
自
由
の
重

要
な
一
環
と
し
て
、
そ
の
労
働
に
関
し
て
各
人
に
適
切
と
考
え
ら

れ
る
契
約
を
締
結
す
る
自
由
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
検
事
総
長
メ
イ
ヤ
ー
（Julius M

. 
M
ayer

）
は
、
各
州
は
市
民
を
、
そ
の
知
識
の
欠
如
か
ら
守
る
権

利
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
に
対
し
て
ペ
ッ
カ
ム
は
、
パ

ン
屋
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
州
の
被
保
護
者
で
は
な
く
、

州
の
保
護
が
な
く
と
も
自
分
自
身
で
自
分
の
権
利
を
守
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
し
た
。

ま
た
、
長
時
間
労
働
は
パ
ン
屋
の
健
康
を
害
す
る
と
い
う
主
張

一
九
四



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
六
九
）

い
る
。

2　

ホ
ー
ム
ズ
の
反
対
意
見

ホ
ー
ム
ズ
の
反
対
意
見
は
比
較
的
短
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
ば

し
ば
引
用
さ
れ
る
有
名
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
私
は
こ
の
事

件
に
お
い
て
判
決
に
賛
同
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
反
対
意

見
を
表
明
す
る
こ
と
は
私
の
義
務
で
あ
る
」
と
い
う
印
象
的
な
文

章
で
書
き
始
め
ら
れ
て
お
り
、
次
の
様
に
続
い
て
い
く
。

「
こ
の
判
決
は
、
国
の
ほ
と
ん
ど
で
は
検
討
さ
れ
て
も
い

な
い
経
済
理
論
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
私

が
そ
の
理
論
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で

あ
る
な
ら
ば
、
決
断
を
下
す
前
に
、
私
は
深
く
、
長
期
に
わ

た
り
研
究
す
る
こ
と
を
願
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は

そ
れ
は
私
の
義
務
で
は
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
私

の
同
意
も
し
く
は
不
同
意
は
、
多
数
意
見
が
そ
の
法
に
関
す

る
意
見
を
具
現
化
す
る
権
利
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
強
く

信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
法
廷
で
様
々
な
判
決
が
、
州

憲
法
や
州
法
が
様
々
な
方
法
で
人
生
を
規
制
し
て
い
る
こ
と

を
決
着
さ
せ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
我
々
は
、
立
法
者
と
し

て
は
無
分
別
に
も
、
あ
る
い
は
そ
う
言
い
た
け
れ
ば
専
制
的

に
も
契
約
の
自
由
に
干
渉
し
て
き
た
。
日
曜
日
を
休
日
と
す

本
件
の
よ
う
な
立
法
が
合
憲
か
否
か
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
、

次
の
様
に
述
べ
る
。

「
裁
判
所
の
立
法
行
為
を
審
査
す
る
権
限
は
、
一
般
的
福

祉
に
影
響
を
与
え
る
問
題
で
、『
立
法
府
が
、
そ
の
法
規
範

が
公
衆
衛
生
を
、
あ
る
い
は
公
衆
道
徳
を
、
ま
た
は
公
共
の

安
全
を
守
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
と
し
て
い
る
の
に
、
そ
の

規
制
が
何
ら
現
実
の
も
し
く
は
本
質
的
な
関
係
を
そ
の
対
象

と
の
関
係
で
有
し
て
い
な
い
場
合
、
な
い
し
は
疑
問
の
余
地

無
く
、
基
本
法
で
保
護
さ
れ
た
権
利
の
単
純
、
明
白
な
侵
害

で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
法
規
が
該
当
す
る
場
合
』
の
み
存
在

す
る
。」

そ
し
て
、
ハ
ー
ラ
ン
は
、
立
証
責
任
は
、
そ
の
立
法
が
違
憲
で

あ
る
と
主
張
す
る
側
に
あ
る
と
し
た
。

こ
れ
は
、
今
日
の
用
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
狭
義
の
合
理
性
基

準
（
明
白
性
基
準
）
の
最
初
期
の
主
張
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
ハ
ー
ラ
ン
は
、「
こ
の
法
律
が
、
パ
ン
屋
や
菓
子
屋
で

働
く
人
々
の
身
体
的
幸
福
を
守
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
明

ら
か
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
多
数
意
見
が
パ
ン
屋
は
特
に

不
健
康
な
職
業
で
は
な
い
と
し
た
点
に
対
し
て
は
、
パ
ン
屋
特
有

の
呼
吸
器
系
の
疾
患
に
関
す
る
学
術
報
告
を
引
用
し
て
反
論
し
て

一
九
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
七
〇
）

最
後
に
出
て
き
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
予
防
接
種
法
事
件
と

い
う
の
は
、
こ
の
判
決
と
同
じ
一
九
〇
五
年
に
下
さ
れ
た

Jacobson v. M
assachusetts, 197 U

.S
. 11

（1905

）
と
い
う

判
決
で
あ
る
。

ヤ
コ
ブ
セ
ン
（H

enning Jacobson

）
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら

の
移
民
で
、
牧
師
で
あ
り
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
に
住
ん
で
い
た
。
一
九
〇
二
年
に
天
然
痘
が
流
行
し
た
が
、
ヤ

コ
ブ
セ
ン
は
、
成
人
全
員
が
種
痘
を
受
け
る
よ
う
に
と
い
う
町
の

命
令
を
、
種
痘
は
彼
を
重
篤
な
疾
患
に
陥
ら
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
し
て
拒
絶
し
た
。
そ
の
結
果
、
五
ド
ル
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
。

彼
は
そ
の
支
払
い
を
拒
ん
だ
が
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
廷
は

彼
の
主
張
を
否
定
し
た
た
め
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
セ
ン
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
強
制
接
種

反
対
協
会
に
よ
っ
て
支
援
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
当
時
、
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
は
、
予
防
接
種
強
制
法
を
持
っ
て
い
た
一
一
の

州
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
全

員
一
致
で
、
個
人
の
自
由
は
時
と
し
て
公
共
の
福
祉
に
服
さ
ね
ば

な
ら
ず
、
こ
の
問
題
は
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
に
属
す
る
と
判
決
し
た

の
で
あ
る
。

ホ
ー
ム
ズ
は
、
こ
の
で
き
た
ば
か
り
の
判
例
と
、
こ
の
ロ
ッ
ク

る
法
律
や
、
高
利
貸
し
を
規
制
す
る
法
律
は
、
古
い
例
で
あ

る
。
近
時
に
お
い
て
は
宝
く
じ
の
禁
止
が
あ
る
。
他
人
が
同

じ
こ
と
を
す
る
の
に
干
渉
し
な
い
限
り
好
き
な
こ
と
を
す
る

市
民
の
自
由
は
、
こ
れ
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
作
家
の
格
言

で
あ
る
が
、
例
え
ば
学
校
法
で
、
郵
便
法
で
、
そ
し
て
あ
ら

ゆ
る
州
ま
た
は
地
方
自
治
体
の
機
関
が
、
彼
は
そ
れ
を
好
き

か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
望
ま
し
い
と
思
う
こ
と
に
使
う

と
い
う
方
法
に
依
り
干
渉
さ
れ
て
き
た
。
第
一
四
修
正
は
、

決
し
て
ハ
ー
バ
ー
ト·

ス
ペ
ン
サ
ー
氏
の
社
会
学
を
制
定
し

た
も
の
で
は
な
い
。
先
日
、
我
々
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

州
の
予
防
接
種
法
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。」

ス
ペ
ン
サ
ー
（H

erbert S
pencer

）
は
、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ

ス
の
哲
学
者
・
社
会
学
者
で
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
社
会
学

に
応
用
し
て
、「
適
者
生
存 

（survival of the fi ttest
）」
と
い

う
こ
と
を
言
い
出
し
た
の
で
有
名
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
が
余

計
な
規
制
を
し
な
け
れ
ば
、
社
会
の
中
に
お
け
る
生
存
競
争
で
最

適
の
者
だ
け
が
生
き
残
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ホ
ー
ム

ズ
は
、
こ
の
ロ
ッ
ク
ナ
ー
判
決
の
多
数
意
見
は
、
こ
の
適
者
生
存

と
い
う
経
済
理
論
に
従
っ
た
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
と
非
難
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

一
九
六



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
七
一
）

の
合
憲
性
が
問
題
に
な
っ
た
。
こ
の
事
件
ま
で
、
ド
レ
ッ
ド･

ス

コ
ッ
ト
判
決
を
別
格
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
州
だ
け
を
適
用
対
象

と
す
る
第
一
四
修
正
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
使
用
し
て
、
契

約
の
自
由
を
制
限
す
る
州
法
に
対
す
る
規
制
を
行
っ
て
き
た
。
こ

の
事
件
で
、
実
体
的
デ
ュ
ー·

プ
ロ
セ
ス
条
項
の
理
論
が
、
第
五

修
正
を
通
じ
て
連
邦
法
を
含
む
よ
う
に
拡
張
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、

歴
史
的
な
判
決
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

一
八
七
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
労
働
組
合
に
参
加
し
な
い
と
い

う
誓
約
を
含
む
書
面
に
よ
る
契
約
は
、
一
般
的
に
「
悪
名
高
い
文

書
（Infam

ous D
ocum

ent

）」
な
い
し
「
鉄
の
制
約
（iron-clad 

oath

）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、「
黄
犬
契
約
（Y

ellow
 

dog contract

）」
と
呼
ぶ
の
が
普
通
に
な
っ
て
い
っ
た
。
黄
色
に

は
卑
劣
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
、
犬
と
い
う
言
葉
に
は
裏
切

り
者
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
の

よ
う
で
あ
る
。

一
八
八
七
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
は
じ
め
と
す
る
一
六
の
州
が
、

そ
の
刑
法
典
に
、
労
働
組
合
に
加
入
し
な
い
こ
と
を
誓
約
さ
せ
る

契
約
は
犯
罪
行
為
と
す
る
と
規
定
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
連
邦
議

会
で
は
、
鉄
道
会
社
の
職
員
に
関
し
て
は
、
州
際
通
商
条
項
を
発

ナ
ー
判
決
は
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
い
く
つ
か
の
判
例
を
上
げ
て
、
そ
れ
ら

と
の
抵
触
を
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
炭

鉱
労
働
を
八
時
間
に
限
定
し
て
い
る
法
律
を
合
憲
と
し
た

（H
olden v. H

ardy, 169 U
.S
. 366

（1898

））。
そ
れ
ら
を
受
け

て
、
ホ
ー
ム
ズ
は
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
こ
れ
ら
の
法
律
の
一
部
は
、
裁
判
官
が
共
有
す
る
可
能

性
が
あ
る
信
念
や
偏
見
を
体
現
し
て
い
る
。
一
部
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
は
父
親
的
温
情
主
義

（paternalism

）
で
あ
ろ
う
と
、
国
家
へ
の
市
民
の
有
機
的

関
係
論
で
あ
ろ
う
と
、
自
由
放
任
（laissez faire

）
論
で

あ
ろ
う
と
、
特
定
の
経
済
理
論
を
具
現
化
す
る
も
の
で
は
な

い
。」

八　

ア
デ
ア
対
合
衆
国
事
件

こ
の
ア
デ
ア
事
件
（A

dair v. U
nited S

tates, 208 U
.S
. 

161

（1908

））
判
決
は
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
判
決
の
一
つ
の
代
表

で
あ
る
の
で
紹
介
す
る
。
労
働
組
合
に
参
加
す
る
こ
と
を
労
働
者

に
禁
止
し
た
契
約
（
黄
犬
契
約
＝“yellow

-dog ” contracts

）

一
九
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
七
二
）

（
二
）　

判
決
の
内
容

判
決
は
一
九
〇
八
年
一
月
二
八
日
に
言
い
渡
さ
れ
た
。
連
邦
最

高
裁
判
所
は
六
対
二
の
多
数
で
、
ア
ー
ド
マ
ン
法
一
〇
条
は
違
憲

で
あ
る
と
判
決
し
た
。

判
決
は
ハ
ー
ラ
ン
判
事
が
執
筆
し
た
。
ハ
ー
ラ
ン
は
第
五
修
正

に
あ
る
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
判
決
で
連

邦
最
高
裁
判
所
が
第
一
四
修
正
に
示
し
た
解
釈
と
同
様
に
、
個
人

の
契
約
の
自
由
を
保
障
し
て
お
り
、
ア
ー
ド
マ
ン
法
は
そ
れ
に
違

反
し
て
い
る
と
い
う
。

「
雇
用
主
と
従
業
員
は
権
利
の
平
等
性
を
有
し
て
お
り
、

こ
の
平
等
性
を
侵
害
す
る
い
か
な
る
立
法
も
契
約
の
自
由
の

侵
害
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
政
府
も
自
由
の
国
に
お
い
て
は

こ
れ
を
法
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
」

こ
の
結
果
、
契
約
違
反
を
理
由
に
解
雇
す
る
こ
と
に
刑
罰
を
与

え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
結
論
を
下
し
た
。

ま
た
、
政
府
側
は
、
ア
ー
ド
マ
ン
法
一
〇
条
は
州
際
通
商
条
項

の
下
で
は
議
会
権
限
の
有
効
な
行
使
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
た
。

そ
れ
ま
で
の
判
例
だ
と
、
州
際
通
商
条
項
は
、
そ
の
規
制
に
採
用

さ
れ
る
手
段
の
選
択
等
に
当
た
っ
て
選
択
に
大
き
な
裁
量
権
が
認

め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ハ
ー
ラ
ン
は

動
し
、
労
働
組
合
非
加
盟
制
約
を
違
法
と
す
る
ア
ー
ド
マ
ン
法

（E
rdm
an A

ct of 1898

）
を
制
定
し
た
。

そ
の
第
一
〇
条
は
、
大
変
長
い
条
文
で
あ
る
が
、
要
約
す
る
と
、

こ
の
法
律
の
適
用
対
象
の
事
業
で
、
従
業
員
に
対
し
て
雇
用
条
件

と
し
て
、
書
面
か
口
頭
か
の
別
な
く
労
働
組
合
に
加
入
し
な
い
こ

と
を
定
め
た
り
、
労
働
組
合
員
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
解
雇
そ
の

他
の
不
利
益
取
扱
を
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
不
当
労
働
行
為
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
個
々
の
違
反
ご
と
に
、
違
反
者
に
対
し

て
一
〇
〇
ド
ル
以
上
一
、〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ

と
を
定
め
て
い
た
。

一
九
〇
六
年
に
、
ル
イ
ビ
ル
＆
ナ
ッ
シ
ュ
ビ
ル
鉄
道

（L
ouisville and N

ashville R
ailroad

）
で
、
そ
の
従
業
員
を

監
督
す
る
地
位
に
あ
っ
た
ア
デ
ア
（W

illiam
 A
dair

）
は
機
関

車
火
夫
団
（O

rder of L
ocom

otive F
irem
an

）
と
い
う
名
の

労
働
組
合
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
コ
パ
ー
ジ
（O

. B
. 

C
oppage

）
を
解
雇
し
た
。
ア
デ
ア
の
行
動
は
、
ア
ー
ド
マ
ン
法

一
〇
条
に
直
接
に
違
反
し
た
と
し
て
連
邦
地
方
裁
判
所
に
起
訴
さ

れ
た
。
ア
デ
ア
は
、
ア
ー
ド
マ
ン
法
は
違
憲
だ
と
主
張
し
た
が
、

地
裁
は
合
憲
だ
と
し
、
一
〇
〇
ド
ル
の
罰
金
を
支
払
う
よ
う
命
じ

ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
ア
デ
ア
は
連
邦
最
高
裁
に
上
告
し
た
。

一
九
八



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
七
三
）

し
、
こ
の
事
件
で
は
連
邦
法
で
あ
る
た
め
、
審
査
権
を
積
極
的
に

発
動
し
た
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
に
お
け
る

ホ
ー
ム
ズ
の
反
対
意
見
が
司
法
消
極
説
に
基
づ
い
て
い
た
の
は
基

本
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

（
三
）　

反
対
意
見

こ
の
判
決
に
対
し
て
、
反
対
意
見
を
書
い
た
の
は
マ
ッ
ケ
ン
ナ

（Joseph M
cK
enna （31

）
）
と
ホ
ー
ム
ズ
で
あ
る
。

1　

マ
ッ
ケ
ン
ナ
の
反
対
意
見

マ
ッ
ケ
ン
ナ
は
、
議
会
の
立
法
意
図
を
強
調
し
た
。
す
な
わ
ち
、

鉄
道
業
界
で
は
労
使
双
方
の
衝
突
が
恒
常
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
改
善
へ
の
取
組
と
し
て
こ
の
立
法
は
行
わ
れ
た
と
い
う

事
で
あ
る
。

「
法
律
の
規
定
は
明
確
で
あ
り
、
そ
れ
は
紛
争
に
対
し
仲

裁
や
調
停
を
行
う
事
に
よ
り
管
理
者
と
従
業
員
の
間
の
紛
争

の
解
決
の
た
め
に
よ
く
調
整
さ
れ
た
計
画
を
提
示
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
を
防
ぎ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
公
共
に
与

え
る
障
害
や
混
乱
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
私
は
立
法
配
慮
や

立
法
対
象
と
し
て
、
こ
れ
以
上
に
有
用
な
目
的
を
提
示
で
き

な
い
。」

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
マ
ッ
ケ
ン
ナ
は
、
第
一
〇
条
を
無
効
と

次
の
様
に
述
べ
た
。

「
明
ら
か
に
、
州
際
通
商
を
規
制
す
る
た
め
の
い
か
な
る

規
制
も
、
州
際
通
商
を
規
制
す
る
た
め
に
議
会
が
有
す
る
能

力
の
範
囲
内
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
規
制
し
よ
う
と
す
る
通

称
と
の
現
実
的
な
い
し
実
質
的
な
関
連
性
を
有
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」

そ
し
て
、
ハ
ー
ラ
ン
は
次
の
様
に
述
べ
て
、
そ
の
様
な
関
連
性

は
存
在
し
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
法
的
に
、
あ
る
い
は
論
理
的
に
可
能
な
い
か
な
る
関
係

が
、
従
業
員
が
労
働
組
織
の
構
成
員
に
な
る
事
と
、
州
際
通

商
を
実
施
す
る
こ
と
と
の
間
に
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？

労
働
組
織
そ
れ
自
体
と
し
て
、
あ
る
い
は
法
の
目
か
ら
見
て
、

被
用
者
が
そ
の
労
働
力
と
業
務
に
関
わ
る
通
商
に
応
じ
て
、

い
か
な
る
関
係
も
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」

す
な
わ
ち
、
州
際
通
商
は
労
働
組
合
の
加
入
権
に
ま
で
拡
張
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
で
反
対
意
見
を
書
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

こ
の
変
身
ぶ
り
に
驚
く
が
、
そ
の
理
由
は
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
で

は
そ
の
立
法
権
が
州
の
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
に
属
す
る
と
考
え
た
た

め
に
、
連
邦
裁
判
所
の
司
法
審
査
権
が
及
ば
な
い
と
し
た
の
に
対

一
九
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
七
四
）

2　

ホ
ー
ム
ズ
の
反
対
意
見

ホ
ー
ム
ズ
の
反
対
意
見
は
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
本
法
は

明
ら
か
に
合
憲
で
あ
る
と
冒
頭
に
述
べ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ズ
の
見

解
に
依
れ
ば
、
第
一
〇
条
は
契
約
の
自
由
に
対
す
る
本
質
的
に
非

常
に
限
ら
れ
た
干
渉
だ
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
判
決
は
、
過
去
の

判
例
に
抵
触
し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
マ
ッ
ケ
ン
ナ
同
様
に
、

ホ
ー
ム
ズ
も
、
議
会
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
防
止
し
、
効
果
的
な
調
停

の
枠
組
み
を
作
る
に
は
十
分
に
正
当
化
で
き
る
立
法
だ
と
し
て
い

る
。

﹇
お
わ
り
に
﹈

ウ
ェ
イ
ト
・
コ
ー
ト
及
び
フ
ラ
ー
・
コ
ー
ト
の
時
代
、
連
邦
最

高
裁
判
所
は
、
社
会
の
変
化
を
基
本
的
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た

と
言
っ
て
良
い
。
本
稿
に
紹
介
し
た
各
判
決
は
、
大
き
な
歴
史
の

流
れ
か
ら
見
る
と
き
に
は
、
そ
れ
と
逆
の
方
向
に
向
か
っ
て
の
抵

抗
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
後
の
時
代
に
覆
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
特

に
、
マ
イ
ナ
ー
事
件
及
び
ポ
ロ
ッ
ク
事
件
は
憲
法
改
正
と
い
う
手

段
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
。

ウ
ェ
イ
ト
以
前
の
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
が
、
い
ず
れ
も
連
邦

す
る
と
、
議
会
の
意
図
を
阻
害
し
、
効
果
的
な
調
停
を
行
う
た
め

の
効
果
的
な
公
正
は
失
わ
れ
る
と
し
た
。
雇
用
者
側
の
任
意
に
解

雇
す
る
権
利
に
関
し
て
は
、
議
会
の
設
け
た
調
停
枠
組
み
の
中
で

保
障
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。

「
も
し
管
理
者
が
一
時
の
気
ま
ぐ
れ
や
我
が
儘
で
解
雇
権

を
行
使
す
る
こ
と
で
、
紛
争
を
持
ち
込
ん
だ
り
友
好
的
な
調

停
を
妨
げ
る
な
ら
ば
、
ど
う
や
っ
て
業
務
の
深
刻
な
中
断
も

し
く
は
中
断
の
危
険
を
も
た
ら
す
論
争
（
私
は
法
の
文
言
を

換
言
し
て
い
る
）
を
回
避
し
、
援
助
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
？
」

多
数
意
見
の
理
由
付
け
に
見
ら
れ
る
明
ら
か
な
懲
ら
し
め
の
意

図
に
対
し
て
、
マ
ッ
ケ
ン
ナ
は
「
自
由
は
魅
力
的
な
テ
ー
マ
で
あ

る
が
、
全
く
の
反
感
か
ら
行
使
さ
れ
た
自
由
は
、
正
し
く
評
価
で

き
な
い
」
と
警
告
を
発
し
て
い
る
。
マ
ッ
ケ
ン
ナ
は
、
本
件
立
法

は
議
会
の
有
す
る
州
際
通
商
権
の
限
界
内
に
あ
り
、
第
五
修
正
に

関
し
て
い
え
ば
、
境
界
線
は
民
間
部
門
と
公
共
事
業
の
間
に
描
か

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

「
我
々
は
、
準
公
共
事
業
の
実
施
を
取
り
扱
っ
て
お
り
、

そ
し
て
そ
れ
故
に
そ
の
目
的
は
公
共
の
利
益
を
管
理
す
る
こ

と
で
あ
る
。」

二
〇
〇



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
七
五
）

れ
る
通
商
破
壊
艦
を
何
隻
も
建
造
し
、
南
部
連
合
に
提
供
し
た
。

こ
う
し
た
通
商
破
壊
艦
の
活
動
で
北
部
側
は
大
き
な
損
害
を
蒙
っ

た
の
で
、
米
国
は
、
南
北
戦
争
後
に
そ
の
賠
償
を
英
国
に
求
め
て

訴
え
を
国
際
仲
裁
法
廷
に
提
起
し
た
。

（
2
） 

ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
当
初
は
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
が
州
都
だ
っ

た
た
め
州
議
事
堂
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。
一
八
四
九
年
に
州
都
が
バ

ト
ン
・
ル
ー
ジ
ュ
（B

aton R
ouge

）
に
移
っ
た
。
し
か
し
、
南
北

戦
争
中
に
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
市
が
再
び
州
都
に
な
り
、

一
八
八
二
年
に
ま
た
バ
ト
ン･

ル
ー
ジ
ュ
が
州
都
に
な
っ
た
。
そ

の
た
め
、
こ
の
時
点
で
は
州
議
事
堂
は
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
に

あ
っ
た
。

（
3
） 

審
理
無
効
：
本
来
は
手
続
き
上
の
過
誤
に
よ
る
無
効
審
理
を

意
味
す
る
が
、
本
文
の
よ
う
に
米
国
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
陪

審
員
の
意
見
不
一
致
に
よ
る
未
決
定
審
理
を
意
味
す
る
。

（
4
） 

こ
の
文
は
、
第
一
修
正
の
一
部
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
5
） 

公
民
権
法
事
件
判
決
を
書
い
た
の
は
、
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー

（Joseph P
. B
radley

）
判
事
で
あ
る
。

（
6
） 

ギ
ボ
ン
ズ
対
オ
グ
デ
ン
事
件
判
決
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
│
マ
ー
シ
ャ
ル
第
四
代
長
官

の
時
代
│
」
日
本
法
学
七
八
巻
三
号
一
五
〇
頁
以
下
参
照
。

（
7
） 

ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
法
：
一
八
七
六
年
か
ら
制
定
さ
れ
は
じ
め
、

一
九
六
四
年
ま
で
存
在
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
南
部
の
州
法

の
総
称
。
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
と
い
う
名
は
、
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・

シ
ョ
ー
（M

instrel S
how

＝
白
人
が
黒
人
に
扮
し
て
歌
う
コ
メ

政
府
の
中
心
で
活
動
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ウ
ェ

イ
ト
や
フ
ラ
ー
は
政
治
経
歴
が
短
く
、
法
曹
と
し
て
成
功
し
た
人

物
で
あ
っ
た
た
め
に
、
立
法
の
持
つ
政
治
的
社
会
的
意
味
を
理
解

し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
結
果
を
引
き
起
こ
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、
彼
ら
の
判
決
は
、
同
時
代
の
人
び
と
に
は

優
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
ト

大
統
領
が
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
ま
み
れ
て
二
期
目
を
終
え
た
時
、
共

和
党
で
は
ウ
ェ
イ
ト
を
、
そ
の
次
の
大
統
領
候
補
に
担
ぎ
出
そ
う

と
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
ェ
イ
ト
は
最
高
裁
判
所
長
官

の
職
に
固
執
し
た
の
で
、
共
和
党
は
ヘ
イ
ズ
を
候
補
者
と
し
て
指

名
し
、
彼
が
一
九
代
大
統
領
と
な
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
問
題
判

決
も
、
覆
さ
れ
る
ま
で
に
は
長
い
時
間
を
必
要
と
し
、
そ
の
間
に

お
い
て
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
判
決
の
影
響
下
に
逆
行
的
な
立
法
も

数
多
く
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
時

代
の
判
例
を
逆
行
と
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
米
国
に
は
こ
う
い
う

一
面
が
あ
る
こ
と
も
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
1
） 

ア
ラ
バ
マ
号
事
件
：
南
北
戦
争
中
、
英
国
は
、
表
面
上
は
中

立
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
た
が
、
実
際
に
は
ア
ラ
バ
マ
号
に
代
表
さ

二
〇
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
七
六
）

に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
拙
稿
「
米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
」

日
本
法
学
七
八
巻
三
号
一
三
八
頁
以
下
参
照
。

（
11
） 

一
八
六
一
年
歳
入
法
の
正
式
名
称
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

A
n A
ct to provide increased R

evenue from
 Im
ports, to 

pay Interest on the P
ublic D

ebt, and for other P
urposes

（
12
） 

前
年
の
一
八
六
〇
年
迄
の
時
点
で
の
米
国
の
関
税
率
は

二
〇
％
内
外
で
、
当
時
の
世
界
で
最
も
低
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、

モ
リ
ル
関
税
法
は
二
六
％
〜
三
六
％
と
い
う
高
率
と
な
り
、
さ
ら

に
戦
争
の
進
展
と
共
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
ち
な
み
に
徳

川
幕
府
が
米
国
公
使
の
ハ
リ
ス
の
圧
力
に
屈
し
て
一
八
五
八
年
に

締
結
し
た
日
米
修
好
通
商
条
約
（T

reaty of A
m
ity and 

C
om
m
erce

（U
nited S

tates‒Japan

））
で
は
、
米
国
の
必
要
と

す
る
漁
具
、
建
材
、
食
料
な
ど
は
五
％
の
低
率
関
税
を
押
し
つ
け

ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
は
二
〇
％
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
が
主

力
輸
出
品
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
酒
類
は
三
五
％
の
高
関

税
と
さ
れ
て
い
た
。

（
13
） 

一
八
六
二
年
歳
入
法
の
正
式
名
称
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

A
n A
ct to provide Internal R

evenue to support the 
G
overnm

ent and to pay Interest on the P
ublic D

ebt.

（
14
） 

マ
ッ
キ
ン
リ
ー
関
税
法
は
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
米
国
へ
の
輸
入

品
に
そ
の
原
産
国
を
表
示
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
今
日
、
様
々
な

製
品
にM

ade in Japan

な
ど
と
英
語
で
の
表
示
が
あ
る
の
は
、

こ
の
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
法
の
影
響
で
あ
る
。
な
お
、
後
に
マ
ッ
キ
ン

リ
ー
は
大
統
領
に
な
っ
た
際
に
一
八
九
一
年
法
を
上
回
る
最
高

デ
ィ
）
の
一
八
二
八
年
の
ヒ
ッ
ト
曲
、『
ジ
ャ
ン
プ
・
ジ
ム
・
ク
ロ

ウ
（Jum

p Jim
 C
row

）』
に
由
来
す
る
。
差
別
の
対
象
に
な
っ
た

の
は
黒
人
だ
け
で
無
く
、「
黒
人
の
血
が
混
じ
っ
て
い
る
も
の
は
す

べ
て
黒
人
と
み
な
す
」
と
い
う
人
種
差
別
法
の
「
一
滴
規
定
（O

ne-
drop rule

）」
に
基
づ
い
て
お
り
、
黒
人
と
の
混
血
者
に
対
し
て
だ

け
で
な
く
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
（
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
と
黒
人
の
混
血
）
な
ど
の
、
白
人
以
外
の
「
有
色
人

種
」（C

olored

）
も
含
ん
で
い
た
。
一
九
六
四
年
七
月
二
日
に
制

定
さ
れ
た
公
民
権
法
（C

ivil R
ights A

ct

）
に
よ
り
、
南
部
各
州

の
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
法
は
即
時
廃
止
と
な
っ
た
。

（
8
） 

判
決
文
に
は“T

he statute of L
ouisiana, acts of 1890, c. 

111”

と
あ
る
だ
け
で
、
こ
の
法
律
の
正
式
名
称
は
不
明
で
あ
る
。

内
容
と
な
っ
て
い
る
条
文
は
判
決
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
9
） John M

arshall H
arlan

（1833‒1911
）：
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
出

身
で
、
し
た
が
っ
て
彼
は
南
北
戦
争
前
は
奴
隷
所
有
者
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
戦
後
に
お
い
て
は
考
え
を
改
め
、
公
民
権
事
件
判
決

（
一
八
八
三
年
）
で
も
、
こ
の
事
件
同
様
、
た
だ
一
人
反
対
意
見
を

書
い
て
い
る
。
た
だ
し
、P

ace v. A
labam

a

（1883

）
事
件
に
お

い
て
は
、
異
人
種
間
婚
姻
禁
止
法
が
合
憲
で
あ
る
と
い
う
判
決
を

支
持
し
て
い
る
。
な
お
、
ウ
ォ
ー
レ
ン･

コ
ー
ト
で
、
ウ
ォ
ー
レ

ン
長
官
の
右
腕
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
で
有
名
な
、
同
名
の
ハ
ー

ラ
ン
（John M

arshall H
arlan II

）
判
事
の
祖
父
に
当
た
る
。

（
10
） 

ヒ
ル
ト
ン
事
件
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
米
国
初
期
の
憲
法
判
例
」

日
本
法
学
七
八
巻
二
号
一
〇
二
頁
以
下
参
照
。
マ
カ
ラ
ッ
ク
事
件

二
〇
二



第
一
四
修
正
と
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
三
七
七
）

で
あ
っ
た
が
、
選
挙
人
選
挙
で
は
全
三
六
九
票
の
う
ち
二
一
四
票

を
獲
得
し
て
容
易
に
当
選
し
た
。

（
18
） 

こ
の
選
挙
で
は
民
主
党
の
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
が
一
般
投
票
で

四
八
七
万
四
、六
二
一
票
（
四
八
・
五
％
）
を
獲
得
し
た
の
に
対
し
、

共
和
党
の
ブ
レ
イ
ン
は
一
般
投
票
で 

四
八
四
万
八
、九
三
六
票

（
四
八
・
二
％
）
と
い
う
僅
差
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
で
、
わ
ず
か
一
、〇
四
七
票
差
で
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
が
勝
ち
、

三
六
人
の
選
挙
人
す
べ
て
を
獲
得
し
た
結
果
、
選
挙
人
数
で
い
え

ば
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
が
二
一
九
人
に
対
し
ブ
レ
イ
ン
は
一
八
二

人
と
な
っ
て
選
挙
の
行
方
を
決
し
た
。

（
19
） 

一
八
八
八
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
現
職
の
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン

ド
が
一
般
選
挙
で
は
五
五
三
万
四
、四
八
八
票
（
四
八
・
六
％
）
と

最
高
票
を
得
た
の
に
対
し
、
共
和
党
の
挑
戦
者
ハ
リ
ソ
ン
は
、
一

般
選
挙
で
は
五
四
四
万
三
、八
九
二
票
（
四
七
・
八
％
）
と
敗
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
選
挙
人
数
で
は
ハ
リ
ソ
ン
は
二
三
三
票
を
獲
得

し
、
一
六
八
票
の
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
を
破
っ
て
大
統
領
に
選
ば
れ

た
。
な
お
、
ハ
リ
ソ
ン
は
、
第
九
代
大
統
領W

illiam
 H
enry 

H
arrison

の
曾
孫
で
あ
る
。

（
20
） 

こ
の
選
挙
で
は
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
は
一
般
投
票
で
五
五
五
万

三
、八
九
八
票
（
四
六
・
〇
％
）
と
勝
ち
、
さ
ら
に
選
挙
人
数
で
も

二
七
七
人
を
獲
得
し
て
、
ハ
リ
ソ
ン
の
五
一
九
万
八
一
九
票

（
四
三
・
〇
％
）、
選
挙
人
数
一
四
五
人
を
圧
倒
し
て
問
題
な
く
勝
利

し
た
。

（
21
） 
ウ
ィ
ル
ソ
ン·

ゴ
ー
マ
ン
関
税
法
の
正
式
名
称
は
次
の
と
お

五
二
％
の
高
関
税
を
定
め
た
「
デ
ィ
ン
グ
レ
ー
関
税
法
（D

ingley 
A
ct of 1897

）」
を
制
定
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
空
前
の
高
関
税
時
代

は
一
九
〇
九
年
関
税
法
（P

ayne-A
ldrich T

ariff  A
ct of 1909

）

の
制
定
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。

（
15
） 

こ
の
バ
ー
ボ
ン
派
と
い
う
の
は
、
一
八
七
六
年
か
ら

一
九
〇
四
年
ま
で
の
間
に
存
在
し
た
民
主
党
自
由
主
義
派
に
対
す

る
通
称
で
あ
る
。
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
の
バ
ー
ボ
ン
・
ウ
イ
ス
キ
ー

（bourbon w
hiskey

）
と
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
で
い
っ
た
ん
は
倒

さ
れ
な
が
ら
も
一
八
三
〇
年
の
七
月
革
命
ま
で
反
動
的
な
支
配
を

続
け
た
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ボ
ン
王
家
（B

ourbon D
ynasty

）
と
を

引
っ
か
け
た
洒
落
で
あ
る
。

（
16
） 

こ
の
大
統
領
選
挙
は
、
米
国
大
統
領
選
挙
史
上
も
っ
と
も
白

熱
し
た
選
挙
と
い
わ
れ
る
。
バ
ー
ボ
ン
派
の
擁
立
し
た
テ
ィ
ル
デ

ン
は
得
票
率
で
ヘ
イ
ズ
を
破
り
、
選
挙
人
投
票
で
も
一
八
四
票
を

獲
得
し
て
ヘ
イ
ズ
の
一
六
五
票
を
上
回
っ
た
。
し
か
し
、
残
り

二
〇
票
を
ど
う
取
り
扱
う
か
で
選
挙
人
の
間
で
激
し
い
議
論
と
な

り
、
最
終
的
に
す
べ
て
ヘ
イ
ズ
の
得
票
と
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、

ヘ
イ
ズ
が
一
八
五
票
を
獲
得
し
て
大
統
領
と
な
っ
た
。
こ
の
決
着

の
裏
に
は
、
南
部
が
ヘ
イ
ズ
の
当
選
を
黙
認
す
る
代
わ
り
に
、
共

和
党
は
南
部
か
ら
連
邦
軍
が
引
き
上
げ
る
こ
と
に
同
意
し
、
南
部

再
建
を
終
了
さ
せ
る
と
い
う
取
引
（
一
八
七
七
年
の
妥
協
と
呼
ば

れ
る
）
が
あ
っ
た
と
、
多
く
の
歴
史
家
が
信
じ
て
い
る
と
い
う
。

（
17
） 

こ
の
選
挙
で
は
共
和
党
の
ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
は
一
般
選
挙
で

わ
ず
か
二
、〇
〇
〇
票
、
民
主
党
の
ハ
ン
コ
ッ
ク
を
上
回
っ
た
だ
け

二
〇
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
七
八
）

他
方
、
民
主
党
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
一
本
化
し
た
。
こ
の
共
和
党

の
分
裂
選
挙
の
お
か
げ
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
一
般
選
挙
で
の
得
票

率
は
四
二
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
漁
夫
の
利
を
得
て
選
挙
人
数

で
は
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
当
選
に
成
功
し
た
。

（
27
） 

渋
谷
博
史
『
二
〇
世
紀
ア
メ
リ
カ
財
政
史
﹇
Ⅰ
﹈』
渡
橋
大
学

出
版
会
二
〇
〇
五
年
刊
、
四
二
頁
参
照
。

（
28
） 

シ
ャ
ー
マ
ン
法
の
正
式
名
称
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

A
n A
ct to protect trade and com

m
erce against unlaw

ful 
restraints and m

onopolies

（
29
） 

金
ぴ
か
時
代
の
名
は
、
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
（M

ark 
T
w
ain

）
の
同
名
の
小
説
に
由
来
す
る
。

（
30
） 

他
の
三
社
は
、F

ranklin S
ugar C

om
pany

、S
preckels 

S
ugar R

efi ning C
om
pany

、D
elaw
are S

ugar H
ouse

で
あ
る
。

（
31
） Joseph M

cK
enna

（1843‒1926

）
は
、
三
権
の
い
ず
れ
に

も
地
位
を
占
め
た
と
い
う
珍
し
い
経
歴
の
人
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ま
ず
下
院
議
員
と
な
り
、
つ
い
で
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
政
権
に
お
い
て

司
法
長
官
と
な
り
、
最
後
に
最
高
裁
判
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

り
で
あ
る
。

A
n act to reduce taxation, to provide revenue for the 

governm
ent, and for other purposes

（
22
） P

eople’s P
arty

：
一
八
九
一
年
に
設
立
さ
れ
、
合
衆
国
南
部

の
貧
し
い
白
人
綿
花
農
家
等
を
支
持
基
盤
と
し
た
。

（
23
） S

ilver R
epublican P

arty

：
金
本
位
制
を
支
持
し
た
共
和

党
に
対
し
、
銀
本
位
制
を
主
張
す
る
勢
力
が
離
党
し
旗
揚
げ
し
た
。

（
24
） 

マ
ッ
キ
ン
リ
ー
は
、
大
統
領
と
な
っ
た
の
ち
、
米
西
戦
争
を

行
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
グ
ア
ム
、
サ
イ
パ
ン
等
を
ス
ペ
イ
ン
か

ら
奪
取
し
、
ま
た
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
時
代
に
は
そ
の
独
立
を
支
援

し
て
い
た
ハ
ワ
イ
を
米
国
に
併
合
し
た
。

（
25
） 

一
九
〇
一
年
、
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
は
、
無
政
府
主
義
者
の
チ
ョ

ル
ゴ
ッ
シ
ュ
（L

eon F
rank C

zolgosz
）
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
た
。

副
大
統
領
の
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
（T
heodore R

oosevelt

）
が
昇
格

し
た
。
彼
は
四
二
歳
と
米
国
史
上
最
年
少
の
大
統
領
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
バ
ー
ボ
ン
派
は
、
こ
の
一
九
〇
四
年
の
選
挙
に
、
ウ
ィ
ル

ソ
ン
（T

hom
as W

oodrow
 W
ilson

）
が
、
そ
の
政
敵
で
あ
る
ブ

ラ
イ
ア
ン
と
妥
協
す
る
こ
と
に
よ
り
歴
史
的
役
割
を
終
え
て
消
滅

す
る
。

（
26
） 

一
九
一
二
年
の
選
挙
で
は
、
現
職
大
統
領
タ
フ
ト
は
共
和
党

の
保
守
派
の
支
持
で
党
候
補
に
再
指
名
さ
れ
た
。
し
か
し
、
第

二
六
代
大
統
領
の
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
共
和
党
の
指
名

獲
得
に
失
敗
し
た
後
、
独
自
に
党
員
集
会
を
招
集
し
新
し
く
進
歩

党
（P

rogressive P
arty

）
を
創
出
し
て
、
自
ら
指
名
さ
れ
た
。

二
〇
四


